
 第 139回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第 

 

１ 日時 
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２ 場所 
 

  オンライン・対面による開催（労働委員会会館 講堂（７階）） 
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（１）障害者雇用率制度等の在り方について 

①手帳を所持していない精神・発達障害者について 

②精神障害者の重度区分、短時間算定特例について 

③精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱いについて 

（２）2025年度の年度目標に係る評価及び 2026 年度の年度目標の設定について 

(３) その他 

 

４ 資料 
 

資料１ 障害者雇用率制度等の在り方について 

資料２－１ 障害者雇用分科会における 2025年度目標の年度評価について（案） 

資料２－２ 障害者雇用分科会における 2025 年度評価シート（案） 

資料２－３ 障害者雇用分科会における 2026 年度の年度目標（案） 

資料３ 今後の検討スケジュールおよび議題について 

 

 

参考資料１ 労働政策審議会障害者雇用分科会 委員名簿 
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参考資料３－２ 雇用の分野における障害者の差別禁止合理的配慮の提供義務

に関する相談実績 
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事務局説明資料

障害者雇用率制度等の在り方について
・手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ
・精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けること
・精神障害者である短時間労働者の算定特例
・精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い

労働政策審議会 障害者雇用分科会

第139回(R８.６.22) 資料１

令和８年6月22日 厚生労働省職業安定局
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これまでの議論の振り返り│手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ
(令和８年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書 )

○ 研究会においては、以下の方向で検討する旨の論点提示を事務局（厚生労働省）より行い、議論した。

○この方向性で概ね意見の一致があった。

○ その上で、手帳取得に抵抗感がある者や手帳取得方法の理解が十分でない者への丁寧な説明や相談支援、
手帳の有無にかかわらない本人の働きづらさに対する支援や合理的配慮の必要性に対する職場の理解促進が
重要との意見があった。

・ 精神障害者保健福祉手帳における対象範囲の網羅性や、判定内容（日常生活等における制限の状態を
認める）に加え、JEEDの精神・発達就労調査研究の状況を踏まえれば、手帳を所持しない者を別途の基準
を用いて雇用率制度の対象とする必要性・合理性は高いとは言えず、雇用率の対象を精神障害者保健福
祉手帳の所持者とする現行の仕組みを維持する。

・ その上で、引き続き職場を含めた社会全体の精神・発達障害に対する理解の促進を図っていくとともに、職場
における合理的配慮の推進やハローワーク等の関係機関における支援を更に進めていく。

令和８年２月６日 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
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これまでの議論の振り返り│精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること
(令和８年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書 )

○ 研究会においては、以下の論点提示を事務局（厚生労働省）より行い、議論した。

○ 精神障害者の状態は、本人の内部要因に加え、環境等の外部要因によっても非常に変化しやすく、ある一定程

度の安定的な就業能力を含めた重症度を判定することは難しいことから、精神障害者について「重度」区分を設ける

ことは、就労困難性やそれに伴う事業主負担が合理的に反映された雇用率制度とならないという旨の意見等があっ

た。

○ そのため、精神障害者について、雇用率制度における「重度」区分を設けることは適当とはいえず、引き続き、現

行制度の運用を維持する方向性で概ね意見の一致があった。

・ 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別就労状況は、手帳の等級に比例して就労困難性が高くなると

の結果は明確にはなっておらず、精神障害については、症状に波がある等、個別の判定が困難との指摘もあるこ

とを鑑みれば、現時点で、雇用率制度において等級ごと又は等級以外での困難性の違いにより、重度区分を

設けることについて、どう考えるか。

令和８年２月６日 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
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これまでの議論の振り返り│精神障害者である短時間労働者の算定特例
(令和８年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書 )

○ 研究会においては、精神障害のある短時間労働者（週20時間以上30時間未満）の実雇用率の算定特例

について、以下の論点提示を事務局（厚生労働省）より行い、議論した。

○ 当該算定特例については、精神障害者の雇用率の向上、定着率の改善のために、引き続き適用することが望

ましいとの意見があった。その上で、精神障害者の短時間労働をより積極的に支えるために、特例措置ではなく恒

久化を考えるべきとの意見があった一方で、当該特例措置の恒久化については、当該特例措置の導入当初の精

神障害者の定着促進という目的から考えると、制度開始後まだ日が浅く、定着促進の政策効果が十分に見定め

られない状況でもあり、現時点での恒久化の判断は慎重に検討すべきとの意見もあった。

○ この点については、当分の間、特例を継続することとし、恒久化の要否については、現場の雇用状況の推移も

踏まえて引き続き検討する方向性で概ね意見の一致があった。

・ 短時間労働者である精神障害者は、その人数が減少基調にあるものの依然一定の割合を保っていること、フ

ルタイムの者と比べ定着率が高いこと、算定特例が実態上も雇用推進に貢献しているとの指摘があること等を

鑑み、１人をもって１人とする現在の算定方法を維持すること、また、その措置の性格について、どう考えるか。

令和８年２月６日 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
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これまでの議論の振り返り│精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い
(令和８年 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書 )

○ 精神障害者保健福祉手帳には有効期限があることから、更新が得られなかった場合に、一定の期間については
引き続き雇用率制度の対象とすることについて、これまで検討課題とされてきた。

○ 支援機関へのヒアリング結果によると、企業の職場環境が良くなったことによる症状の改善等、様々な事情で更
新がなされなかったケースが現に見られ、またデータ上も手帳の返還件数及び有効期限切れ件数は一定数見ら
れる。

○ このため、本研究会においては、以下の方向で検討する旨の論点提示を事務局（厚生労働省）より行い、議
論した。

○ 一定の場合、一定期間は引き続き対象障害者として取り扱う等制度上の取扱いを検討する方向で概ね意
見の一致があった。

○ その上で、「一定期間」については議論を進めていく必要がある。

・ 精神障害者保健福祉手帳の更新が得られなかった場合については、当該労働者が企業に引き続き雇用さ
れており、かつ、今後も雇用される見込みである（障害者雇用率の算定外となったことを理由とした契約の不
更新等は行わない）と判断できる場合においては、一定期間（例えば、新規採用に向けた業務切出しや採用
プロセスに要する期間を勘案した１年間程度）、雇用率制度及び障害者雇用納付金制度上の取扱いを検討
する。

・ 当該取扱いを検討する際には、同様にその他の手帳等の更新が得られなかった場合の取扱いについても合
わせて検討する。

令和８年２月６日 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書
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これまでの議論の振り返り│精神障害者の重度区分について
関係者ヒアリング (４月20日、５月27日)における主な意見

• 精神障害者について「重度」区分を導入することには意義があると考えるが、精神障害者の就労困難性の評価に
ついては、個人内や周りの環境で変動する要素が大きく難しい面があることから引き続き慎重に検討しつつ、当面
は、 精神障害者の雇用推進に有効とみられる短時間労働者の算定特例を恒久化することが適当。

〔４月24日 (公社)全国障害者雇用事業所協会 様〕

• 精神障害者は体調が不安定なケースが少なくなく、判定が行なわれる時期によって判定結果そのものも不安定と
ならざるを得ない。また、精神障害者保健福祉手帳に定められている等級の区分は、必ずしも就労の困難性を表
しているものとは言えず、「重度」区分を設けることは適切ではないと考える。

〔４月24日 (一社)障害者雇用企業支援協会 様〕

• 雇用企業においては、既に短時間勤務等の配慮がなされている現状を鑑みると、現行の枠組みでの重度区分設
定は必ずしも必要ではないと考える。

〔５月27日 (特非)全国就業支援ネットワーク 様〕

関係者ヒアリング
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これまでの議論の振り返り│精神障害者の短時間算定特例について
関係者ヒアリング (４月20日、５月27日)における主な意見

• 精神障害者の雇用管理に関するマネジメント上の労力は、就労時間の長短に比例するものではなく、短時間就
労者である精神障害者を「１」とカウントできる取扱いは、精神障害者の雇用に関する実情を反映したもので、恒
久化が望ましい。

〔４月24日 (一社)障害者雇用企業支援協会 様〕

• 短時間算定特例については、当事者の視点に立てば、本人が力をつけ「より長く働きたい」と希望した際に、企業
側で追加の業務が確保できているかという課題が残るもので、慎重な検討が必要である。

• 短時間雇用、特に特定短時間雇用（週10時間以上20時間未満）においては、その場限りの雇用に留めず、
将来的な就業時間の延長を視野に入れた取り組みが求められ、企業に対し、安易に「短時間であれば可能」と着
手させるのではなく、先を見据えた計画的な雇用を促す発信を強化すべき。 また短時間での継続的な雇用を必
要とする対象者が多数存在し、短時間雇用が常態化していくのであれば、この仕組みで働く方の低所得化を防ぐ
ための検討が必要である。

〔５月27日 (特非)全国就業支援ネットワーク 様〕

関係者ヒアリング
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これまでの議論の振り返り│精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い
関係者ヒアリング (４月2 0日、５月2 7日 )における主な意見

• 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の更新ができなかった場合や、精神障害者保健福祉手帳の更新に時
間を要する場合でも、雇用継続のためには従前と同様の就労支援体制を維持することが必要なケースがあり、こう
したケースについては、引き続き雇用率にカウントするのが望ましい。
〔４月24日 (公社)全国障害者雇用事業所協会 様〕

• 手帳を更新できなかった場合も、企業は当該従業員（社員）を解雇することにはならないという実態があり、引
続き環境調整や支援体制を維持したままとなることから、精神障害者保健福祉手帳の更新ができなかった場合も
「一定期間」実雇用率算定できる取扱いがあることが望ましい。

• 手帳の更新が出来ず、「障害者」として取扱うことができなくなった後の対応について検討し、その一方当該従業員
（社員）に代わる人員を確保するには、相応の時間を要する。就労移行支援に関するサービス受給年限等が2
年であること、精神障害の場合は年単位で障害の状態が変化するケースがあり再発症がないことを確認することを
踏まえると「2年間」が適当。

〔４月24日 (一社)障害者雇用企業支援協会 様〕

関係者ヒアリング
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論点

◎ 雇用率制度の対象とされていない、障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の雇用率制度に

おける在り方についてどのように考えるか。

＜障害者雇用促進法における経緯＞
○ 障害者雇用促進法における「障害者」とは、「身体障害」「知的障害」「精神障害（発達障害を含む。）」に加え、「その他の心
身の機能の障害」があるために、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされ
ている。

○ こうした中で、雇用率制度（雇用義務）の対象としては、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」とされ、「精神障害者」
については精神障害者保健福祉手帳の所持者に限るものとされてきた。

○ この考え方は、雇用義務の対象としては、事業主がその対象者を雇用できる一定の環境が整っていることに加え、「対象範囲が
明確」で、「公正、一律性が担保されることが必要」であることによる。

○ こうした中で、手帳を所持しない精神・発達障害者については、令和４年６月の障害者雇用分科会意見書等において、「自立
支援医療受給者証」や同受給者証の「重度かつ継続」、「診断書」をもって雇用率の対象としてはどうか等の意見があった上で、
「個人の状況を踏まえることなく、一律に就労困難性があると認めることは難しい」ことから、「手帳を所持していない者に係る就労の
困難性の判断の在り方にかかわる調査・研究等を進め」た上で、取扱いを検討することとされてきた。

＜「精神障害者保健福祉手帳」及び「自立支援受給者証」等との関係＞
○ （身体の機能障害の内容が、身体障害者手帳の交付対象（身体障害者福祉法別表）に該当しないことがある難病に関す
る議論とは状況が異なり）「精神障害者保健福祉手帳」については、国際疾病分類において「精神及び行動の障害」とされてい
る疾患（F00～F99。ただし、知的障害を除く。また、我が国において発達障害とされているものを含む。）のすべて及びてんかん
（G40）は対象となっている。

○ その上で、「精神障害者保健福祉手帳」は、その原因に関わらず、精神疾患を有する者のうち、精神障害（発達障害を含む）
のため長期にわたり日常生活や社会生活への一定の制限があると認められる方を交付対象としており、その判定過程において、生
活能力の状態を把握・判断している。

○ 一方で、「自立支援医療受給者証」については、医療費の自己負担軽減を目的に、「通院により治療を続ける程度の状態の
者」をその対象としている。また、同受給者証の「重度かつ継続」については、医療費の大きさ（高額療養費の多数回該当）、特
定の疾病である者や、入院によらない計画的かつ集中的医療の必要性をもってその対象としており、その者の日常生活における制
限を把握・判断するものとはなっていない。

今後の障害者雇用促進制度の
在り方に関する研究会

第９回（R7.10.29）資料１
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論点

◎ 雇用率制度の対象とされていない、障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の雇用率制度に

おける在り方についてどのように考えるか。

＜手帳を所持しない精神障害者・発達障害者に係る調査研究結果の状況＞
○ JEEDの調査研究（令和６～７年度）の状況を見ると、手帳を所持していない精神・発達障害者を支援したことがある支援
機関の認識として、「手帳を所持していない理由」において、最も多いのが「本人が必要性を感じていない」であるが、それに次いで
「本人の手帳についての知識が不十分なため」、「本人の心理的抵抗等」となっている。

○ 手帳所持に対する抵抗感については、「手帳を所持して利用できる各種制度などの理解が進んだこと」「障害者雇用率制度によ
る障害者雇用が広がっていること」等を背景に、心理的抵抗は減少してきているという調査結果も同時に示されている。

○ 「精神障害者保健福祉手帳」における対象範囲の網羅性や、判定内容（日常生活等における制限の状態を認める）に加え、
上記の調査研究の状況を踏まえれば、手帳を所持しない者を別途の基準を用いて雇用率制度の対象とする必要性・合理性は
高いとは言えず、雇用率の対象を「精神障害者保健福祉手帳」とする現行の仕組みを維持した上で、引き続き、職場を含めた社
会全体の精神・発達障害に対する理解の促進を図っていくとともに、職場における合理的配慮の推進やハローワーク等の関係機
関における支援を更に進めていくべきではないか。

＜「精神障害者保健福祉手帳」の更新ができなかった場合における雇用率の算定について＞
○ JEEDによる支援機関へのヒアリングにおいて手帳の更新に係る事例を確認したところ、症状の改善等の様々な事情で更新がな
されなかったケースが現に見られたが、手帳の更新不可が障害者雇用状況報告（６月１日）の直前で判明した場合等は、事
業主にとっては、十分な努力をしても新規採用等の準備が間に合わないことがある。

○ こうした場合に、ただちに法定雇用率の未達成として取り扱うことの妥当性について指摘する意見が本研究会においても出されて
きたところであり、「精神障害者保健福祉手帳」の更新が得られなかった場合については、当該労働者が企業に引き続き雇用され
ており、かつ、今後も雇用される見込みである（障害者雇用率の算定外となったことを理由とした契約の不更新等は行わない）と
判断できる場合における、一定期間（新規採用に向けた業務切り出しや採用プロセスに要する期間を勘案し、例えば１年間程
度）の、雇用率制度及び納付金制度上の取扱いを検討してはどうか。（当該取扱いを検討する際には、同様にその他の障害者
手帳等の更新が得られなかった場合の取扱いについても合わせて検討してはどうか。）

今後の障害者雇用促進制度の
在り方に関する研究会

第９回（R7.10.29）資料１
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論点

○ 精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別就労状況は、ハローワークの求職者情報やJEEDの調査研究によ

れば、

・ 就職割合や新規求職申込みの割合は、１級の精神障害者の割合が比較的低いものの、

・ ハローワークに新規求職申込みをした者の就職率は、各等級を比較しても同じであること

・ JEED調査研究においても、精神障害者の雇用に係る事業主の負担感や就業の課題については、細か

い違いはあるものの、等級別で大きな特徴は見られなかったこと

などから、手帳の等級に比例して就労困難性が高くなるとの結果は明確にはなっていない。

○ 一方、等級別以外による就労状況の違いについては、JEEDの調査研究においても調査されておらず、個

別の障害者の違いの明確な就労困難性の違いを明らかにするまでには至っていない。

○ また、手帳以外で判定を行っている知的障害については重度区分の判定に明確な基準があり、 JEED等

が活用可能な判定基準や検査ツール等によって判定を行うこともある一方で、精神障害については、症状

に波がある等、個別の判定が困難との指摘もある。

○ こうした前提の中で、現時点で、法定雇用率制度において等級ごと又は等級以外での困難性の違いによ

り、重度区分を設けることについて、どう考えるか。

○ また、精神障害者の障害特性を踏まえれば、身体・知的障害者との取扱いを異なるものとし、重度区分

を設けない制度を存置することについて、どう考えるか。

○ 一方で、週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者の実雇用率の算定特例について、この労働

時間の精神障害者は、その人数が減少基調にあるものの依然一定の割合を保っていること、フルタイムの

者と比べ定着率が高いこと、算定特例が実態上も雇用推進に貢献しているとの指摘があること等を鑑み、

１人をもって１人とする現在の算定方法を維持すること、また、その措置の性格について、どう考えるか。

◎ 精神障害者の法定雇用率制度において重度区分を設けることについてどう考えるか。

◎ 精神障害者の短時間労働者の算定特例についてどう考えるか。

今後の障害者雇用促進制度の
在り方に関する研究会

第６回（R7.6.10）資料１
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職場で会社から受けている配慮・措置 １／２
( 「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」より )

○精神及び発達障害者が、役にたっている配慮・措置あるいはあるとよい配慮・措置と考えているものの多くは、「業務遂行の支援や本人・周囲に助言する
者等の配置」や「業務実施方法についてのわかりやすい指示」をはじめ、現在受けている配慮・措置となっているものが多く見られる

○現在受けている配慮・措置は、「調⼦の悪い時に休みを取りやすくする」が62.5％と最も多く、次いで「業務遂行の支援や本人・周囲に助言す
る者等の配置」が61.6％、「業務実施方法についてのわかりやすい指示」が61.1％となっており、これらはいずれも、現在役に立っている配慮・
措置としても回答該当率が高くなっている。
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や室内の⾳など
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出典：独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究(2025年3月)」調査より障害者雇用対策課が作成

本調査及び設問について：上記の調査は、障害者雇用状況報告の内容から精神・発達障害者を雇用している企業を無作為に抽出し、当該企業の人事・労務担当者、及び当該企業の精神・発達障害者であ

る労働者を対象としてそれぞれアンケート調査を行ったものである。そのうち本設問は、精神・発達障害者である労働者に対し「あなたが①現在、職場で会社から受けている配慮・措置、②

その中で役に立っていると思う配慮・措置、③現在は受けていないが、あるとよいと思う配慮・措置をすべて選び、〇を付けてください。」との回答を求め、それを集計した内容である。
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職場で会社から受けている配慮・措置 ２／２
( 「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」より )

○ 一方で、あると良い配慮・措置の回答として、「能力に応じた評価、昇進、昇格」や「上司などによる主治医との相談内容の共有」、「外部の
支援機関との連携体制の確保」などが多くなっており、かつこれらは現在受けている配慮・措置とした回答は多くないことから、精神・発達障害
者からのニーズに対して、相対的にみて配慮・措置が十分ではない対応も見られる。

出典：独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究(2025年3月)」調査より障害者雇用対策課が作成
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本調査及び設問について：上記の調査は、障害者雇用状況報告の内容から精神・発達障害者を雇用している企業を無作為に抽出し、当該企業の人事・労務担当者、及び当該企業の精神・発達障害者であ

る労働者を対象としてそれぞれアンケート調査を行ったものである。そのうち本設問は、精神・発達障害者である労働者に対し「あなたが①現在、職場で会社から受けている配慮・措置、②

その中で役に立っていると思う配慮・措置、③現在は受けていないが、あるとよいと思う配慮・措置をすべて選び、〇を付けてください。」との回答を求め、それを集計した内容である。
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企業における合理的配慮の提供についての課題
( 「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の
実態把握に関する調査研究」より )

○ 合理的配慮提供について現状の取り組みを進める中での課題等を聞くと、「社内サポート体制の構築ができていない」が41％で最も多く、次
いで「社内の周知が進んでいない」が38.5％、「配置転換や業務内容の切り出しが難しい」が33.6％と続いた。

出典：独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調査研究(2021

年)」調査結果より障害者雇用対策課が作成
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精神障害者・発達障害者に対する合理的配慮や理解醸成に関する取組１／２

○国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構での精神障害者・発達障害者を含む障害者に対する合理的配慮提供の促進や民間
企業等における理解醸成のための取組には、以下のものがある。

名称 概要 主な内容

合理的配慮提供指針
※正式名称は「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な
機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な
発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関
する指針」

障害者雇用促進法第36条の５第１項の規定に基づき厚
生労働大臣が定める、事業主が講ずべき措置に関して、その
適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（大臣告
示）

以下にかかる基本的事項を記載
・ 合理的配慮の基本的考え方
・ 合理的配慮の手続・内容
・ 「過重な負担」の内容
・ 相談体制の整備等に係る手続
・ 合理的配慮の事例 

障害者雇用促進法に基づく障害者
差別禁止・合理的配慮に関する
Q&A

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に
関する基本的な疑問点について、１問１答形式で考え方を
記載

主に内容が記載。
・制度創設の背景
・対象障害者の範囲
・対象となる障害者の確認方法
（手帳の所持がない場合の確認、プライバシーに
配慮した確認方法等）
・指針の内容に関する一般的な質問

合理的配慮指針事例集等 民間企業や国等における合理的配慮事例について、以下の
媒体により公表
① 合理的配慮指針事例集
② 公的機関における障害者への合理的配慮事例集
③ 障害者への合理的配慮好事例集
④ JEEDによる障害者雇用事例リファレンスサービスでの合
理的配慮事例の検索機能

主に民間企業や国等の公的機関における、合理
的配慮の提供事例について、他の事業主が合理
的配慮を提供する際に参考になると考えられる事
例を幅広く収集し公開。
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精神障害者・発達障害者に対する合理的配慮や理解醸成に関する取組2／２

○国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構での精神障害者・発達障害者を含む障害者に対する合理的配慮提供の促進や民間
企業等における理解醸成のための取組には、以下のものがある。

名称 概要 主な内容

障害者に対する差別禁止・合理的配
慮等に係るノウハウ普及・対応支援事
業

障害者雇用に係る事業主の相談窓口を設
置し合理的配慮等のノウハウを提供するとと
もに、障害特性に配慮した雇用管理や雇
用形態の見直し等の先進的な取組を普及
する事業

・全国７ブロックに相談窓口を設置し障害者雇用経験者による
対応支援。
・障害者を雇用したことのない事業主や障害者雇用に課題を持
つ事業主に対する講習会・事例報告会や、障害者雇用実績の
ある企業による相談会、障害者を雇用する企業担当者等同士
の経験交流会を実施。

精神・発達障害者しごとサポーターの
養成

精神・発達障害者の職場定着を推進する
ため、企業内において、精神・発達障害者
を温かく見守り、支援する応援者となる「精
神・発達障害者しごとサポーター」養成の講
座を実施。

労働局等での実施や、企業からの要請に応じての職場内への出
前講座を実施。

障害者雇用にかかる各種助成金
(障害者雇用納付金制度
及び雇用保険二事業)

障害者雇用納付金制度及び雇用保険二
事業に基づき、精神・発達障害者を含む障
害者の雇用に対し、障害者を雇用する、ま
たは雇用しようとしている事業主等に対して、
支給要件に基づき助成金を支給する。

【障害者雇用納付金制度に基づく助成金】
・障害者作業施設設置等助成金
・障害者介助等助成金
(相談窓口の配置や職場介助者の配置・委嘱など)
【雇用保険二事業に基づく助成金】
・特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患
者雇用開発コース／特定就職困難者コース）
・キャリアアップ助成金



◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】

◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。

【差別の主な具体例】

【合理的配慮の主な具体例】

募集・採用の機会
○ 身体障害（車いすの利用、人工呼吸器等の使用の否定を含む）、知的障害、精神障害があること

を理由として、募集・採用を拒否すること など

賃金の決定、教育訓練の実
施、福利厚生施設の利用な
ど

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めないこと など

募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答

時間を延長すること・回答方法を工夫すること など

施設の整備、援助を行う者
の配置など

○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明

すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

※１ 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。

※２ 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
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（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

（２）合理的配慮の内容

○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。

（別表の記載例）

【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者
の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針
（概要）

合理的配慮指針（平成27年３月25日厚生労働大臣告示）
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（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。
事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

① 事業活動への影響の程度、 ②実現困難度、 ③費用・負担の程度、
④ 企業の規模、 ⑤企業の財務状況、 ⑥公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主
は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。

（３）合理的配慮の手続

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。
採 用 後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び
その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

（５）相談体制の整備

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するた
めに必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

○ 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知
する。 など
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差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

○ 平成28年4月から改正障害者雇用促進法の差別禁止及び合理的配慮の提供義務が施行され、平成30年4月から精神障害者が
法定雇用率の算定基礎へ追加されたこと等から、障害者が能力を十分に活かして働き続けることができる雇用の場の創出、
障害者の職場定着への一層の支援が求められている。

○ このため、全国７ブロックに障害者雇用に係る事業主の相談窓口を設置し合理的配慮等のノウハウを提供するとともに、
障害特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等の先進的な取組を普及する事業を実施する。

委託事業（障害者雇用の実践的ノウハウを有する民間団体等）

実施主体

事業内容

① 障害者雇用経験者による対応支援

全国７ブロックに相談窓口の設置
（北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄）

② 講習会、相談・交流会の実施

障害者を雇用したことのない事業主や障害者雇用に課題を持つ事業主に対する講習会・事例報告会、
障害者雇用実績のある企業による相談会、障害者を雇用する企業担当者等同士の経験交流会を実施する。

【精神・発達障害に関するセミナーの実施例】
・令和６年12月11日 障害者雇用支援セミナー「精神・発達障がい者を戦力化するためのいろいろな工夫と実践」

⇒ 参加者数１５４名 (参加企業等数 ７１企業・団体等) 
・令和８年１月16日 中国・四国ブロック障害者雇用オンラインセミナー「精神・発達障害者の雇用と定着」

⇒ 参加者数１６１名 (参加企業等数  ９６企業・団体等)

令和８年度当初予算案 58百万円（58百万円）※（）内は前年度当初予算額

障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援事業

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

○
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○ 全国７ブロックに設置する障害者雇用に係る事業主の相談窓口における相談件数は1,897件（令和７年度）と直近は横ばいの状況。

○ 当該事業の目的は、合理的配慮等のノウハウ提供及び障害特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等の先進的な取組を普及す
る事業であるところ、相談窓口で最も多く事業主から受けている相談は、「雇用管理上の課題（採用ルート・就労支援機関等との連

携等）」（24.6％）となっており、次いで「業務内容・職域開発」が19.0％となっている。一方、「障害者差別・合理的配慮の提供義務」は
6.1％と比較的少なく、企業における相談ニーズが多岐にわたっていることが確認できる。

2,0422,069
1,969

1,689
1,8511,8411,884

1,9311,897

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

事業主からの相談件数(件)

障害者雇用経験者による相談対応支援実績(平成29年度～令和７年度) 相談内容の内訳（令和７年度）

障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援事業の内訳・実績

雇用管理上の課題（採用

ルート・就労支援機関等と

の連携等）

24.6%

業務内容・職域開拓

19.0%

事業所見学への

取次ぎ

8.9%障害者雇用支援機関への

取次ぎ

7.8%

事業所見学及び障害

者雇用支援機関以外

への取次ぎ

7.6%

職場適応（環境整備）

7.4%

能力開発・生活指導

6.4%

障害者差別禁止・合理的

配慮の提供義務 6.1%

特例子会社設立等

6.1%

処遇（就業規則・給与・

人事考課・昇給・昇格・休

日等） 3.6%

その他 , 2.5%
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職場における精神・発達障害者を支援する環境づくりにより、職場定着を推進するため、企業内において、精神・発達障害者を温かく見守り、支

援する応援者となる「精神・発達障害者しごとサポーター」を養成し、精神・発達障害者に対する正しい理解を促進する。

① 雇用される精神障害者が大幅に増加（障害者雇用状況報告 各年６月１日）

平成27年 34,637.0人（障害者計453,133.5人） → 令和7年 168,542.0人（障害者計704,610.0人）

② 精神障害者の低い定着率（ハローワークの職業紹介により就職した精神障害者の定着率（平成29年４月、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構））

３か月経過時点 69.9% １年経過時点 49.3%

③ 精神障害者離職理由第１位は「職場の雰囲気・人間関係」（障害者の雇用の実態等に関する調査研究（令和６年３月、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構））

１ 事業の目的

精神・発達障害者しごとサポーターの養成

令和８年度当初予算案 10百万円（8百万円）※（）内は前年度当初予算額
労働保険特別会計 一般

会計労災 雇用 徴収

○

２ 事業の概要・スキーム

⚫ 企業の一般労働者の受講を勧奨

⚫ 講習の内容

⚫ 企業からの要請に応じて職場内への出前講座を積極的に実施

【令和７年度実績】
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座受講者数 34,242人
養成講座受講者の職業生活への活用度 96.7％
（受講者アンケートにおける「大変活かせる」「活かせる」の合計数／受講者数（人））

・共に働く上でのポイント（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法等）について
・精神疾患（発達障害を含む）の種類について
・精神・発達障害の特性について

精神・発達障害者
しごとサポーター養成講座開催

精神・発達障害者を支援する
職場環境づくりを推進

・いつもと違う様子が見ら
れたら一声かけよう！
・和やかな雰囲気づくりを
心がけよう！

障害特性を理解し、
同僚として自然なサポート
を行う応援者

受講後は精神・発達障害につい
て基礎知識や理解を有すること

を自ら職場内で表明 シンボルマーク
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精神・発達障害者しごとサポーターの養成

180,431200,029
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累計受講者(人)※平成29年からの合計 (参考)精神障害者手帳交付台帳数(件)

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座累計受講者数(令和元年度～令和７年度)

出典：精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の受講者数のデータと、令和元年度～令和6年度衛生行政報告例（厚生労働省）より厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課にて算出

○精神・発達障害者しごとサポーター養成講座は平成29年に開始され、国等の公的機関及び民間企業に対して実施した講座の累計受講者数は約40万人に
達しており、近年の精神障害者手帳の交付者数の伸びに応じ、企業等のニーズも踏まえ、受講者数も増えている。

・当日は講座に加えて、障害のある社員
とその上司も交えた座談会も行うことで、
精神・発達障害のある同僚や顧客との関
わり方、コミュニケーションのポイント、
障害特性などをより具体的に学び、自分
事として考えるきっかけとなりました。

・「障害のある方とは？」から始まり、
「接し方」など基本的なことから講義い
ただき、非常に分かりやすい内容でした。
また、現場担当者とハローワーク講師の
方と直接意見交換し、適切なアドバイス
を頂きました。

・テキストにも色々なシーンでの事例や
配慮のポイント等が記載されており、今
後、障害のある方の受入れに対し今回の
受講を参考にして取り組んでいきたいと
思います。

出前講座参加企業の声
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精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い
ー障害者専用求人公開後の求人充足までの所要期間ー

○ 障害者専用求人であるかにかかわらず、求人に対する充足状況は、求人における条件設定の内容や、求職者層とのマッチングのしやすさにより大きく左
右される点に留意が必要であるが、実際にハローワークにおいて新規に公開された障害者専用求人のうち、採用に至った求人について調べると、多
くの求人(約４割)が求人登録後３ヶ月以内に充足しており、さらに８割程度は約１年以内に充足に至っている。また、採用に至った求人にお
いて、採用までの平均所要期間は約８か月であった。

集計方法：ハローワークが受理した求人(令和４年１月１日～令和８年２月29日の期間に登録のあった求人)を対象に、令和６年３月１日～10日に求人票の登録が受理された案件の中から

ランダムでサンプル(100件)を抽出した。当該サンプルの求人数(求人開始日基準)について、２年以内に充足しているかを、個別に同一企業同一職務の求人票同士の紐付けを行

い調査を行った。当該調査結果を踏まえ、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課が作成
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精神障害者保健福祉手帳の返還者又は有効期限切れの者を
実雇用率に算定した場合の失業者（求職者）への影響

○精神障害者保健福祉手帳の返還・有効期限切れ後１年間、実雇用率への算定を認めた場合、18,785人※1程度の精神障害者が引き続
き常用雇用労働者として算定可能となる。
○同様に手帳の返還・有効期限切れ後２年間、実雇用率への算定を認めた場合、引き続き37,814人※2程度が算定可能となる。
○このことは同時に、返還・有効期限切れ後1年間雇用率算定を認めた場合、18,785人程度の障害者専用求人の新規求人数の減少につな
がりうることを示唆している。また、これを2年とした場合は、37,814人程度の新規求人数の減少につながりうる。

• 令和7年度の障害者職業紹介状況をもとに、こうした求人数の減少幅について、年間の障害者専用求人の新規求人数（新規求人倍率）

全体に対するインパクトを見ると、以下のとおりとなっている。

※1 R7年「障害者雇用状況報告」から算出した精神障害者の常用雇用労働者数に、衛生行政報告例（厚生労働省）で把握した過去5年（R2～R6年度）平均の精神障害者保健福祉手帳の返還・有効期限切れ割合
7.35％を乗じて算出したもの。

※2 衛生行政報告例（厚生労働省）で把握した上記※1の7.35％に、1年前の過去5年（R1～R5年度）平均の7.44％を加えた14.79％を常用雇用労働者数に乗じて算出したもの。

※3 「新規求職申込件数」及び「新規求人数（障害者専用求人）」については、令和7年度障害者職業紹介状況から引用しており、「新規求人倍率」はこれら新規求人数を新規求職申込件数で除して試算したもの。
「手帳失効後1年間認めた場合」及び「手帳失効後2年間認めた場合」の「新規求人数（障害者専用求人）」については、実雇用率算定が可能となる精神障害者数を「現状」の数値からそのまま減じている。
なお、障害者の職業紹介は障害者専用求人と一般求人の両方を活用して行われることに留意が必要。
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関連するデータ・調査研究結果│
（参考）精神障害者保健福祉手帳の返還件数・有効期限切れ件数

○令和６年度中の精神障害保健福祉手帳返還件数は2.６万件で、有効期限切れの件数は７.６万件。
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(1.7%)

(4.9%)

精神障害者保健福祉手帳の返還件数・有効期限切れ件数

(1.8%)

(5.4%)

(2.0%)

(6.3%)

(1.8%)

(5.3%)

(1.8%)

(5.6%)

(1.7%)

(5.7%)

出典：令和元年度～令和６年度衛生行政報告例（厚生労働省）より厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課にて算出

（万件）
※グラフ中の括弧内の割合は、返還件数又は有効期限切れの件数を各年度末の手帳交付台帳数で除したもの
手帳交付台帳数は、年度末時点の数である一方、手帳返還件数は年度中に返還された件数、有効期限切れは年度末までに期限切れとなった件数であるため、内数ではない点留意

【参考】
手帳交付台帳数
（年度末時点）

113.5万件 118.0万件 126.3万件 134.5万件 143.8万件
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手帳の更新がなされなかった精神障害者に係る雇用率算定
～助成にあたり「継続して雇用する」ことを求める制度～

特定求職者雇用開発助成金
（特定就職困難者コース）

トライアル雇用助成金
（障害者トライアルコース）

助成金の趣旨 障害者などの就職が特に困難な者を、継続して雇用する労働者
として雇い入れる事業主に対して助成を行い、これらの方の雇用
の安定を図ることを目的とする。

障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を
見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障
害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とする。
また、障害者の安定的な就業の場が確保されるようにする観点から、その
後の継続雇用される労働者として雇用を図る。

助成金の内容 事業主が、障害者などの就職困難者を、ハローワークや民間の職
業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として
雇い入れる事業主に対して支給。

事業主が、就職が困難な障害者をハローワークや民間の職業紹介事業
者などの紹介により、、継続して雇用する労働者として雇い入れることを
目的に、一定期間雇用することにより、障害者の早期就職の実現や雇
用機会の創出を図ることを目的に支給。

「継続して雇用する」の詳
細要件

・支給対象者が正規雇用または無期雇用、若しくは有期雇用で
あっても対象労働者が望む限り更新することができ(※1)、対象
労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、
当該雇用期間が継続して２年以上（ただし重度障害者等に
あっては３年以上）であること
※１ 労働条件通知書等において、契約期間に「自動更新」と
明記の上、更新の条件「あり」となっており、当該更新の条件が
就業規則の解雇要件と同じであることが必要

・継続して雇用する労働者とは、１年を超える期間の雇用が見込まれる
者をいう。
・過去3年間において、トライアル雇用等から継続雇用に移行しなかった
労働者に、トライアル雇用等実施後に報告書兼支給申請書が提出され
ていない労働者を加えた数が3人を超え、かつその人数がトライアル雇用
等を実施した後に継続雇用する労働者へ移行したトライアル雇用等労
働者の数を上回っている事業主以外のもの

根拠法令・規則 雇用保険法第62条第１項第６号
雇用保険法施行規則第110条
雇用関係助成金支給要領

雇用保険法第62条第１項第６号
雇用保険法施行規則第110条の３
雇用関係助成金支給要領

○障害者雇用に関連して「継続して雇用」を求める制度としては、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)などがある。

「継続して雇用する」ことを求める障害者雇用関連の助成金制度
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《参考》特定求職者雇用開発助成金の支給要件について

・契約期間の定め
自動更新と明記

なし
自動更新と明記あり

・更新の条件の有無 更新の条件なし 更新の条件あり

・更新の条件
就業規則に定める
解雇要件と”同じ”

就業規則に定める
解雇要件を”超えるもの
が付されている”

・助成金の支給対象
(〇×) × ○ ○ ×

◆ 支給対象者の雇用形態が正規雇用または無期雇用(期間の定めのない雇用)の場合

⇒ 「継続して雇用する」契約に該当し助成金の支給対象とする。

◆ 支給対象者の雇用形態が有期雇用(期間の定めのある雇用)の場合

〇特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給対象者について、雇用契約の内容によって以下のとおり、支給対象となるか否かが分かれる。
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の
更新 (再認定・再判定 )制度について

○精神障害者保健福祉手帳以外に、手帳の更新制(再認定・再判定)を設けている手帳については以下のとおり。

○身体障害者手帳における再認定、療育手帳における再判定は、精神障害者保健福祉手帳における手帳の失効割合と比べると僅少な割合
となっている。

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

根拠 身体障害者福祉法
(昭和24年法律第283号)

療育手帳制度について
(昭和48年厚生事務次官通知)
※通知に基づき各自治体において要綱を
定めて運用

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律(昭和25年法律第123号)

更新(再認定・再判定)
制度の有無

手帳の交付を受ける者の障害の状
態が更生医療の適用、機能回復
訓練等によって軽減する等の変化
が予想される場合に再認定を実施

自治体ごとに運用が異なる。 あり

更新期限 上記に該当する場合に限り、
1年以上5年以内の期間内に実施

自治体ごとに運用が異なる。
※厚労省の通知上は原則2年。

2年

手帳の年間失効割合
(令和6年度)

0.008％※1
(18歳以上に限った割合)

0.01％※1
(18歳以上に限った割合)

6.6％
（内 有効期限切れ 4.9％

返還 1.7％）
(令和6年度衛生行政報告例)

判定機関 身体障害者更生相談所等 児童相談所
知的障害者更生相談所等

都道府県・指定都市(精神保健福祉
センター等)

所持者数 4,674,999人
(令和6年度福祉行政報告例)

1,321,350人
(令和6年度福祉行政報告例)

1,547,433人
(令和6年度衛生行政報告例)

出典：※1の数値は、自治体向けに実施した「療育手帳・身体障害者手帳の再判定・再認定等に関するアンケート」の結果に基づき、18歳以上の身体障害者手帳及び療育手帳の再認定・再判定後の不交付数を、両手帳の
交付台帳数で除した数字を厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課にて算出
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障害者雇用納付金制度

○ 全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。
○ 障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、事業主の共
同拠出による納付金制度を整備。
・ 雇用率未達成企業（常用労働者１00人超）から納付金（不足１人当たり原則月５万円）を徴収。
・ 雇用率達成企業に対して調整金（超過１人当たり月２万９千円）・報奨金を支給。

法定雇用率
未達成企業

法定雇用率
達成企業

※ 令和６年度の制度に基づく実績

雇用
障害者数

雇用
障害者数

「納付金」の徴収
【不足１人当たり 月額５万円】

法定雇用
障害者数

未達成

達 成

未達成企業(100人超) 338億円
達成企業(100人超) 272億円

「調整金」の支給
【超過１人当たり原則月額２万９千円】

「報奨金」の支給
【超過１人当たり原則月額２万１千円】

達成企業（100人以下） 68億円
（月平均雇用率４％超又は６人超雇用に限る） 

「助成金」の支給
（施設整備費用等）

企業全体 10.4億円
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論点１（障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の雇用率制度にお
ける位置付け）

◎雇用率の対象とされていない、障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の雇用率制度における

位置付けについてどのように考えるか。

• 研究会報告書においては、「精神障害者保健福祉手帳」の対象範囲の網羅性や、判定内容（日常生活等

における制限の状態を認める）に加え、手帳不所持の理由において最も多いのが「本人が必要性を感じていな

い」であり、次いで「本人の手帳についての知識が不十分なため」等である旨の調査研究等を踏まえれば、手帳

を所持しない者を別途の基準を用いて雇用率制度の対象とする必要性・合理性は高いとは言えず、雇用率の

対象を「精神障害者保健福祉手帳」とする現行の仕組みを維持する方向性で、概ね意見の一致があったとこ

ろであるが、この検討の方向性で良いか。
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論点２（本人の働きづらさへの支援、合理的配慮の推進）1／２

◎その上で、手帳取得に抵抗感がある者や手帳取得方法の理解が十分でない者への丁寧な説明や相談支援に

加え、手帳の有無にかかわらない本人の働きづらさに対する支援や合理的配慮の必要性に対する職場の理解促

進が重要との指摘がなされており、こうした本人の働きづらさへの支援、合理的配慮を推進していくための課題と対

応として、どのようなものが考えられるか。

• JEEDの調査研究（※１）によれば、精神障害者・発達障害者が「役に立っている配慮・措置」あるいは「ある

とよい配慮・措置」と考えているものの多くは、「現在受けている配慮・措置」となっている傾向もあるが、「あるとよ

い配慮・措置」でありながら、十分に「現在受けている配慮・措置」となっていない項目もある。

• また、別の調査研究（※２）によれば、企業側の合理的配慮を進める中での課題として多く挙げられている項

目として、「社内のサポート体制の構築ができていない」「社内の周知が進んでいない」「配置転換や業務内容の

切り出しが難しい」等となっている。

• 合理的配慮のための手続としては、「合理的配慮指針」においても、障害者本人からの申し出（募集・採用

時）、事業主から障害者に対する職場で支障となっている事情の確認（採用後）を経て、双方の話し合いを

行う流れとなっている。

一方で、精神障害・発達障害の特性を踏まえると、職場内で配慮事項の申し出プロセスが仕組み化されてい

ない場合に、障害者本人からの積極的な申し出を行うことのハードルが高かったり、上司等の現場に支障となる

事情の確認が委ねられていることによって、現場もどのように対応すれば良いか解らない等の課題がある可能性

もあるのではないか。

※1 JEED調査研究「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究(2025年3月)」調査結果より

※2 JEED調査研究「「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調査研究(2021年)」調査結果より
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論点２（本人の働きづらさへの支援、合理的配慮の推進）  ２／２

• 本人の働きづらさへの支援、合理的配慮の推進は、障害者雇用の「質」として特に重視されるべき要素としても

挙げられているところであり（「適正な雇用管理」の中の「障害特性に配慮した働きやすさを高める措置等」）、

こうした障害者本人・その上司等に対する組織としてのサポート体制や申し出プロセス等について、調査研究等

を活用しながら効果的な取組を情報収集しつつ、障害者雇用の「質」全体の検討（ガイドライン策定等）の中

で、その効果的な取組等を望ましい事項として示していく方向で検討してはどうか。

• さらに、企業が抱える課題は、合理的配慮の提供単体でなく、雇用管理上の課題や、業務・職域開発等とも

密接に関わっていると考えられることから、現行の「障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普

及・対応支援事業」を含め、障害者雇用の経験豊富な者による相談対応支援の仕組みを、企業支援機能の

強化策の一環として検討していく必要があるのではないか。



35

論点３（精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることについて ,
        精神障害者である短時間労働者の算定特例について）

◎ 精神障害者の法定雇用率制度において重度区分を設けることについてどう考えるか。

◎ 精神障害者の短時間労働者の算定特例についてどう考えるか。

• 研究会報告書においては、精神障害者保健福祉手帳所持者の等級別就労状況は、手帳の等級に比例して

就労困難性が高くなるとの結果は調査研究等においても明確にはなっておらず、精神障害については、症状に

波がある等、個別の判定が困難との指摘もあることを鑑みれば、精神障害者について雇用率制度において等級

ごと又は等級以外での困難性の違いにより、「重度」区分を設けることは適当とはいえず、引き続き、現行制度

の運用を維持する方向性で、概ね意見の一致があったところであるが、この検討の方向性で良いか。

• 研究会報告書においては、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)である精神障害者は、調査研究や

統計等に基づくと、その人数が減少基調にあるものの依然一定の割合を保っていること、フルタイムの者と比べ定

着率が高いこと、算定特例が実態上も雇用推進に貢献しているとの指摘があること等を鑑み、１人をもって１

人とする現在の特例を継続することとし、恒久化の要否については、現場の雇用状況の推移も踏まえて引き続

き検討する方向性で、概ね意見の一致があったところであるが、この検討の方向性で良いか。
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論点４（①雇用見込み／②一定期間／③具体的取扱い） １／２

◎ 研究会報告書においては、精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった(手帳の効力が失われた)場合

の取扱いについて、

① 当該労働者が企業に引き続き雇用されており、かつ、今後も雇用される見込みであると判断できる場合（障

害者雇用率の算定外となったことを理由とした契約の不更新は行わない）、

② 一定期間（例えば、新規採用に向けた業務切出しや採用プロセスに要する期間を勘案した１年間程度）、

③ 引き続き対象障害者として取り扱うなど雇用率制度及び障害者雇用納付金制度上の取扱いを検討する

という方向性で、概ねの意見の一致があった。

これら①～③について、具体的にどう考えるか。

＜①（雇用見込み）について＞

• 障害者雇用状況報告（いわゆる6.1報告）の時点で、現に、当該労働者が雇用されていることに加え、「今後

も雇用される見込みであると判断できる場合」としては、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用助成金

の取扱い、また、本要件の趣旨（障害者雇用率の算定外となったことを理由とした契約の不更新等が行われな

い）にかんがみ、例えば、以下のいずれかのケースとすることが考えられるか。

ⅰ）無期契約である場合、又は、有期雇用であっても労働者が望む限り更新できる場合

ⅱ）有期雇用であるが、労働条件通知書等において、不更新となりうる場合の条件が具体的に明示（例：勤

 務成績が一定基準を下回る等）されており、事業主において、障害者雇用率の算定外となったことを理由とし

 た契約の不更新は行わない旨の意思表示が行政(６.１報告など)に示されている場合
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論点４（①雇用見込み／②一定期間／③具体的取扱い） ２／２

＜②（一定期間）について＞

• 「一定期間」については、①新規採用に向けた業務切出しや、企業の採用プロセスに要する期間（８割の

ケースは１年以内に採用に至っている）の実態を勘案するとともに、②状態の改善等により「対象障害者」で

なくなった後も「対象障害者」とみなす期間を長期化するほど、新たな精神障害のある求職者にとっての雇用

機会の減少が大きくなる点も踏まえ、1年としてはどうか。

＜③（雇用率制度及び障害者雇用納付金制度上の取扱い）について＞

• 実雇用率と納付金額の算定においては、「一定期間」は、手帳の更新がなされなかった者について、従前どお

り手帳を有しているものとみなしてはどうか。

• 一方、調整金・報奨金に関しては、対象障害者の雇用にかかる現実的な負担を調整するための仕組みであ

ること、また、限られた財源を有効に活用する観点から、現に対象障害者ではなくなった者（手帳の更新がな

されなかった者）については、支給対象としないこととしてはどうか。
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論点５（他の手帳における更新がなされなかった場合の取扱い）

◎ 精神障害者保健福祉手帳と同様に、他の手帳（身体障害者手帳、療育手帳）の再認定・再判定が得られ

なかった場合の取扱いについても合わせて検討することとされたが、具体的にどう考えるか。

• 身体障害者手帳については、交付対象者の障害の状態について変化が予想される場合に、再認定年月を付し、

再認定を実施する場合がある。

• また、療育手帳についても、自治体によって運用が異なるものの、一般に、交付対象者の障害の状態について変

化が予想される場合に、次の判定年月を付し、再判定を行う場合がある。

※ いずれも、精神障害者保健福祉手帳における不更新と比較するとごく少数である。

• これらの場合についても、手帳の更新不可が障害者雇用状況報告（いわゆる6.1報告）の直前で判明した場

合等、事業主にとっては、十分な努力をしても新規採用等の準備が間に合わないことがあり得る事情は共通で

あることから、同様に、「一定期間」は、実雇用率と納付金額の算定において、従前どおり（重度者の場合は従

来の等級で）手帳を有しているものとみなしてはどうか。
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参考資料
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精神障害者・発達障害者の考え方│
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療 (精神通院医療 )受給者証の概要

精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療(精神通院医療)受給者証

目的 手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講
じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加
の促進を図ること

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減
すること

対象者 精神疾患（てんかん、発達障害を含む。）により、長期にわたり日常生
活又は社会生活への制約がある者

例）統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物やア
ルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達
障害（自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等）、その他の
精神疾患（ストレス関連障害等）

※ 知的障害があり、上記の精神疾患がない者は対象にならない。
※ 初診から６か月以上経過していることが必要

精神疾患により、通院による治療を続ける程度の状態の者
※「重度かつ継続」ではなく、市町村民税所得割23万５千円以上の者は対象
外

例）統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの精
神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、強迫性人格障
害など「精神病質」、てんかん など

有効期間 ２年 １年

適用される
主な制度

・各種税制優遇（所得税・住民税の控除、贈与税に非課税等）
・障害者雇用率へのカウント など

精神疾患等に対し、「指定自立支援医療機関」において入院しないで行う医療
（外来、デイケア、訪問介護等を含む。）に要する医療費について、自己負担
額を１割（又はそれぞれの上限額）にする

取得手続き 市町村の障害福祉課等に、
・障害者手帳申請書
・医師の診断書（※）又は障害年金を受給していることを証する書類の
写し
※ 精神保健指定医若しくは精神障害の診断又は治療に従事する医師が記載
したもの（てんかん、発達障害、高次脳機能障害者等について、精神科以外
で診療を受けている場合は、各専門の医師が記載したもの）

市町村の障害福祉課等に、
・自立支援医療（精神通院）支給認定申請書
・医師の診断書（※）（手帳と同時に申請する際は、「重度かつ継続」以外は
左記の手帳用の診断書も可）

・世帯所得状況確認書類
※ 指定自立支援医療機関に限る

根拠法令 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

交付数 台帳登載数 1,547,433人（令和６年度衛生行政報告例） 支給認定件数 2,666,159件（令和６年度福祉行政報告例）

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
第９回（R7.10.29）資料１

データのみ最新の数値に改めています。
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）手帳申請時の医師の診断書の様式

出典：健医発第1132号厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について（平成７年９月12日）」

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
第９回（R7.10.29）資料１
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）精神障害者保健福祉手帳における障害等級の判定基準（１・２級）

障害等級 障害の状態

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害（活動制限）の状態

１級
（精神障害であって、
日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程
度のもの）

1. 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため、
高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるもの

2. 気分（感情）障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動及び思考の障
害の病相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの

3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記１、２に準ずるも
の

4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精
神神経症状が高度であるもの

5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状が高度のもの

6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、
社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のもの

7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状が高度のも
の

8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準ずるもの

1. 調和のとれた適切な食事摂取ができない。

2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持ができない。

3. 金銭管理能力がなく、計画的で適切な買物ができない。

4. 通院・服薬を必要とするが、規則的に行うことができない。

5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な
対人関係を作れない。

6. 身辺の安全を保持したり、危機的状況に適切に対応できない。

7. 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができな
い。

8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に
参加できない。

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）

２級
（精神障害であって、
日常生活が著しい制限
を受けるか、又は日常
生活に著しい制限を加
えることを必要とする程
度のもの）

1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、思
考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの

2. 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病
相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの

3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記１、２に準ずるも
の

4. てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他の精
神神経症状があるもの

5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの

6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、
社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの

7. 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経症
状があるもの

8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準ずるもの

1. 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。

2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしに
はできない。

3. 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。

4. 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはでき
ない。

5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係
づくりは援助なしにはできない。

6. 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしに
はできない。

7. 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできな
い。

8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動へ
の参加は援助なしにはできない。

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）

出典：健医発第1133号厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について（平成７年９月12日）」

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
第９回（R7.10.29）資料１
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）精神障害者保健福祉手帳における障害等級の判定基準（３級）

障害等級 障害の状態

精神疾患（機能障害）の状態 能力障害（活動制限）の状態

３級
（精神障害であって、
日常生活若しくは社会
生活が制限を受けるか、
又は日常生活若しくは
社会生活に制限を加え
ることを必要とする程度
のもの）

1. 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は
著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの

2. 気分（感情）障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病
相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの

3. 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記１ 、２に準ずるも
の

4. てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるも
の

5. 中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症
状があるもの

6. 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、
社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの

7. 発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの

8. その他の精神疾患によるものにあっては、上記の１～７に準ずるもの

1. 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるが
なお援助を必要とする。

2. 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行
うことができるがなお援助を必要とする。

3. 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援
助を必要とする。

4. 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とす
る。

5. 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係
づくりはなお十分とはいえず不安定である。

6. 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であ
るが、なお援助を必要とする。

7. 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、
なお援助を必要とする。

8. 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動に
も参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。

（上記１～８のうちいくつかに該当するもの）

出典：健医発第1133号厚生省保健医療局長通知「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について（平成７年９月12日）」

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
第９回（R7.10.29）資料１
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（参考） ICD-10におけるF00～F99、G40

F00-F09
症状性を含む
器質性精神
障害

F00 アルツハイマー＜Alzheimer＞病の認知症

F01 血管性認知症

F02 他に分類されるその他の疾患の認知症

F03 詳細不明の認知症

F04 器質性健忘症候群，アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F05 せん妄，アルコールその他の精神作用物質によらないもの

F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害

F07 脳の疾患，損傷及び機能不全による人格及び行動の障害

F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害

F10-F19
精神作用物質
使用による
精神及び行動
の障害

F10 アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害

F11 アヘン類使用による精神及び行動の障害

F12 大麻類使用による精神及び行動の障害

F13 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害

F14 コカイン使用による精神及び行動の障害

F15 カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害

F16 幻覚薬使用による精神及び行動の障害

F17 タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害

F18 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害

F19 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

F20-F29
統合失調症，
統合失調症型
障害及び
妄想性障害

F20 統合失調症

F21 統合失調症型障害

F22 持続性妄想性障害

F23 急性一過性精神病性障害

F24 感応性妄想性障害

F25 統合失調感情障害

F28 その他の非器質性精神病性障害

F29 詳細不明の非器質性精神病

F30-F39
気分［感情］
障害

F30 躁病エピソード

F31 双極性感情障害＜躁うつ病＞

F32 うつ病エピソード

F33 反復性うつ病性障害

F34 持続性気分［感情］障害

F38 その他の気分［感情］障害

F39 詳細不明の気分［感情］障害

F40-F48
神経症性障害，
ストレス関連
障害及び身体
表現性障害

F40 恐怖症性不安障害

F41 その他の不安障害

F42 強迫性障害＜強迫神経症＞

F43 重度ストレスへの反応及び適応障害

F44 解離性［転換性］障害

F45 身体表現性障害

F48 その他の神経症性障害

F50-F59
生理的障害
及び身体的
要因に関連
した行動症
候群

F50 摂食障害

F51 非器質性睡眠障害

F52 性機能不全，器質性障害又は疾病によらないもの

F53 産じょく＜褥＞に関連した精神及び行動の障害，他に分類されないもの

F54 他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因

F55 依存を生じない物質の乱用

F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群

F60-F69
成人の人格
及び行動の
障害

F60 特定の人格障害

F61 混合性及びその他の人格障害

F62 持続的人格変化，脳損傷及び脳疾患によらないもの

F63 習慣及び衝動の障害

F64 性同一性障害

F65 性嗜好の障害

F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害

F68 その他の成人の人格及び行動の障害

F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害

F70-F79
知的障害
＜精神遅滞＞

F70 軽度知的障害＜精神遅滞＞

F71 中等度知的障害＜精神遅滞＞

F72 重度知的障害＜精神遅滞＞

F73 最重度知的障害＜精神遅滞＞

F78 その他の知的障害＜精神遅滞＞

F79 詳細不明の知的障害＜精神遅滞＞

F80-F89
心理的発達の
障害

F80 会話及び言語の特異的発達障害

F81 学習能力の特異的発達障害

F82 運動機能の特異的発達障害

F83 混合性特異的発達障害

F84 広汎性発達障害

F88 その他の心理的発達障害

F89 詳細不明の心理的発達障害

F90-F98
小児＜児童＞
期及び青年期
に通常発症
する行動及び
情緒の障害

F90 多動性障害

F91 行為障害

F92 行為及び情緒の混合性障害

F93 小児＜児童＞期に特異的に発症する情緒障害

F94 小児＜児童＞期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害

F95 チック障害

F98 小児＜児童＞期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害

F99 詳細不
明の精神障害

F99 精神障害，詳細不明

ー G40 てんかん

出典：基本分類表及び内容例示表（平成27年２月13日総務省告示第35号）

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
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（参考）発達障害の定義

広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群等）、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、
通常低年齢で発現する脳機能の障害 （発達障害者支援法第２条）
※ＩＣＤ－１０（疾病及び関連保健問題の国際統計分類）におけるF80-98に含まれる障害
（平成１７年４月１日付文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知）

ＩＣＤ－１０（ＷＨＯ）
＊平成２年にＷＨＯ総会で採択。現在は平成１５年に一部改正されたものを使用。
令和元年５月のＷＨＯ総会で改訂案（ＩＣＤ－１１）が承認された。

F00-F69 統合失調症や気分（感情）障害など

F70-F79 知的障害<精神遅滞> 

F80-F89 心理的発達の障害

・広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群）

・学習能力の特異的発達障害（学習障害）など

F90-F98 小児<児童>期及び青年期に
通常発症する行動及び情緒の障害

・多動性障害（注意欠陥多動性障害）

その他、トゥレット症候群、吃⾳症 など

精
神
保
健
福
祉
法

知
的

障
害
者

福
祉
法

療
育

手
帳

精
神
障
害
者

保
健
福
祉

手
帳

＜法律＞ ＜手帳＞ （参考）DSM-5（米国精神医学会）
＊平成２５年に米国で改訂

統合失調症スペクトラム
障害、抑うつ障害群など

神経発達症群

・知的能力障害群
・コミュニケーション症群
・自閉スペクトラム症
・注意欠如・多動症
・限局性学習症
・運動症群
・チック症群
・他の神経発達症群

ＩＣＤ－１０のF９の群
に含まれていたていた、「反
抗挑戦性障害」「異食症」
などは、別の診断カテゴリー
に位置づけ

発
達
障
害
者
支
援
法

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

*

療
育
手
帳
の
交
付
対
象
は
自
治
体
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）自立支援医療（精神通院医療）受給者証の診断書の様式

出典：障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・こども家庭庁支援局長通知「自立支援医療費の支給認定について（平成18年3月3日）」

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）自立支援医療（精神通院医療）受給者証の「重度かつ継続」の考え方

◼障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第１号の支給認定に係る自立支援医療に
ついて費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるもの
（平成18年厚生労働省告示第158号）（抄）

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「令」という。）第35
条第１号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として内閣総
理大臣及び厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

一 指定自立支援医療（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以
下「法」という。）第58条第１項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。）のあった月に、支給認定（法第52条第
１項に規定する支給認定をいう。）に係る障害者又は障害児及び支給認定基準世帯員（令第29条第１項に規定する支
給認定基準世帯員をいう。）に対し、指定自立支援医療のあった月以前の12月以内に高額療養費多数回該当の場合
（健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）、船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）、国家公務員共済
組合法施行令（昭和33年政令第207号）、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）、地方公務員等共済
組合法施行令（昭和37年政令第352号）又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号）
の規定（他の法令によって準用する場合を含む。）による高額療養費多数回該当の場合をいう。）に該当すべき者

二 自立支援医療の種類ごとに次の表に掲げる者

育成医療（令第１条第１号に規定する育成医療を
いう。）及び更生医療（同条第２号に規定する更
生医療をいう。）

心臓機能障害（心臓移植後の抗免疫療法に限る。）、腎臓機能障害、小腸機能障
害、肝臓機能障害（肝臓移植後の抗免疫療法に限る。）又はヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害を有する者

精神通院医療（令第１条第３号に規定する精神
通院医療をいう。）

疾病及び関連保健問題の国際統計分類（世界保健機関が世界保健機関憲章(昭和
26年条約第１号)第２条(s)及び(t)に基づき作成する分類をいう。）の第５章中F0、
F1、F2若しくはF3に分類される者若しくは第６章中G40に分類される者又は３年以
上の精神医療の経験を有する医師により、情動及び行動の障害又は不安及び不穏
状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療（状態の維持、悪
化予防のための医療を含む。）を継続的に要すると判断された者

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
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精神障害者・発達障害者の考え方│
（参考）自立支援医療（精神通院医療）受給者証の診断書（重度かつ継続）の様式

出典：障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長・こども家庭庁支援局長通知「自立支援医療費の支給認定について（平成18年3月3日）」

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
第９回（R7.10.29）資料１



49

関連するデータ・調査研究結果│
JEED調査研究（施設調査：手帳を所持していない理由）

• 支援機関が認識している、手帳を所持していない理由は、どの障害種別においても、「本人が必要性を感じていないため申請していない」が最
も多く、精神障害が36.6%、発達障害が36.8%、重複障害が31.4%。

• 「本人の心理的抵抗等により申請していない」は14~19％、「障害が軽度である等の理由で交付の見込みがないため申請していない」は
3~8%であった。

手帳を所持していない理由（最も多いと思う理由のみ集計）

3.2%

26.4%

36.6%

17.7%

4.5%

1.4%

7.6%

1.5%

1.1%

2.2%

30.0%

36.8%

14.1%

5.9%

1.7%

5.6%

2.5%

1.2%

3.2%

29.4%

31.4%

19.4%

6.2%

2.5%

3.4%

1.8%

2.7%

精神障害(n=719) 発達障害(n=693) 重複障害(n=439)

過去に申請したことがあるが、交付されなかった

本人の手帳についての知識が不十分なため
申請していない

本人が必要性を感じていないため申請していない

本人の心理的抵抗等により申請していない

家族等の心理的抵抗等により申請していない

その他

手帳申請の手続きが困難であるため、
申請していない

障害が軽度である等の理由で交付の見込みがない
ため申請していない

無回答

出典:令和6~7年度JEED調査研究「障害者手帳を所持していない精神障害者、発達障害者の就労・支援実態等に関する調査研究」の厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課への中間報告から抜粋

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
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関連するデータ・調査研究結果│
就労支援機関ヒアリング（手帳更新ができなかった、更新を忘れる事例）

• 各支援機関に、支援した精神・発達障害者について、手帳が更新できなかったケースや更新を忘れるケースの有無について尋ねたところ、支援
機関16所中、更新したいができないケースは4所、自ら返還する/更新しないケースが6所、更新を忘れるケースが6所で、該当ケースがあった。

支援機関 No. 把握している事例有無

更新したいができないケース 自ら返還する/更新しないケース 更新を忘れるケース

ハローワーク A ー あり（本人がいらないと判断） なし

B ー ー あり（求職者で更新を忘れるケースあり）

C ー あり（A型就職者で更新時に希望しなかった） ー

D あり（てんかん発作が４年程度出なかったため） ー なし（失効しそうになったケースはあり）

E ー あり（症状が安定し医師と相談の結果） なし

新卒応援ハローワーク F ー あり（体調がよくなり返却） ー

地域障害者職業
センター

G あり（てんかんの症状軽快で診断書を取得できず） － ー

H あり（詳細不明） なし あり（求職活動中で家族関係が安定していない）

障害者就業・生活支援
センター

I なし あり（支援機関や福祉への不信感から） あり（何名か該当あり。詳細不明）

J ー あり（既に雇用されている方で自ら更新しなかった） なし

就労移行支援事業所 K なし ー あり（忘れて遅れて更新したケース）

L なし ー ー

地域若者サポート
ステーション

M なし ー あり（A型の就労者で更新を忘れた例は聞く）

N なし ー なし

発達障害者支援
センター

O あり（職場環境が改善され状況が良くなったため） なし あり（詳細不明）

P なし ー ー

※ 「ー」は、当該ケースについて言及がなかったもの。（「なし」は明示的に、事例なしとして回答があったもの。）

※JEEDにて、就労支援機関に、手帳更新を忘れる事例・更新できなかった事例をヒアリングした結果を集約
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現状の障害者雇用率の算定方法について

週所定
労働時間

30Ｈ以上 20Ｈ以上30Ｈ未満 10Ｈ以上20Ｈ未満

身体障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

知的障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

精神障害者 １ １（※） ０．５

※ 当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、１人をもって
１人とみなすこととしている。

〇 障害者雇用率の算定については、障害種別、週所定労働時間、重度区分（身体障害者、知的障害者のみ）により算定方法
が異なっており、重度身体障害者・重度知的障害者については、１人を２人としてカウントする。

〇 精神障害者には重度区分が設けられていないが、所定労働時間が20 時間以上 30 時間未満の精神障害者の短時間労働
者は、１カウントとする特例が当面の間の措置として適用されている。（本来の雇用率制度上の算定は、０．５カウント）。

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
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精神障害者手帳の等級別就職状況

１級 ２級 ３級

①手帳所持者数の等級別
割合 （推計値）

15.0％
（16万4千
人）

55.8％
（60万8千
人）

29.2％
（31万8千
人）

②HWでの新規求職申込件
数割合 （実績値）

2.6％
（1,844
人）

49.1％
（34,447
人）

48.2％
（33,803
人）

③②のうち就職した割合
（実績値）

40.0％ 42.4％ 37.7％

④民間企業に就職している
者の等級別割合

（JEED調査の回答者の数
値）

2.9％ 44.9％ 52.2％

出典：①令和４年生活のしづらさなどに関する調査より障害者雇用対策課が作成、②③ハローワークシステムの障害者求職台帳より確認（令和
５年度）、④精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究（独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構障害者職業総合

センター）表１－13 精神障害者保健福祉手帳の等級、表１－14 事業形態別精神障害者保健福祉手帳の等級 より障害者雇用対策課が作成

※当該割合は不明者を除外して計算

事業形態
手帳等級

１級 ２級 ３級

一般企業・事
業所

3.0％
（96人）

44.4%
（1,429
人）

52.6%
（1,694
人）

特例⼦会社 0 45.2％
（19人）

54.8%
（23人）

就労継続支
援A型

2.3%
（3人）

57.4%
（74人）

40.3%
（52人）

計 2.9%
（99人）

44.9%
（1,522
人）

52.2%
（1,769
人）

○ 精神障害者手帳１級所持者については、手帳所持者数の等級別割合（１級：15.0％、２級：55.8％、３級：29.2％）と比較して、HWで
の新規求職申込件数割合（１級：2.6％、２級：49.1％、３級：48.2％） 、民間企業に就職している者の等級別割合（１級：2.9％、
２級：44.9％、３級：52.2％）は低くなっている。
○ 一方で、HWでの求職申込をした場合の就職率（１級：40.0％、２級：42.4％、３級：37.7％）は、１級～３級でほぼ同じである。
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JEED調査研究｜
精神障害者の等級別に見た雇用にかかる事業主の雇用管理

7.1%9.1%10.9% 9.1%10.6%9.2%
5.1%

7.6%8.1%

14.1%13.0%13.6%

6.1%4.5%3.8%
9.1%8.2%6.8%

41.4%

30.2%
30.6% 36.4%

29.0%29.8%

29.3%
21.9%22.7%

20.2%
17.4%17.7%

13.1%
13.9%

12.9%

24.2%

17.9%19.6%

40.3% 39.5%

30.4% 30.7%

17.6%

26.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級 1級 2級 3級

採用前実習 担当者明示 業務内容・配置 作業機器 通院服薬 労働時間、日数

①１級の負担感が相対的に高いという結果が出た項目

〇 雇用管理上の配慮・措置に関する事業主の負担の程度について等級別にみたところ、１級の障害者に関して「負 担である」又
は「やや負担である」との回答割合が高い項目も複数みられたものの、逆に１級の障害者の方が他の等級に比して負担が相対的に
低い項目や、他の等級とほぼ同様の負担感である項目も見られた。
○ したがって、等級が高ければ負担感が大きいという結論にはなっていない。

※p.16、p.17のグラフは、就業の状況が分かる方（人事・労務担当者、職場の上司等）に回答を求めたもの。

また、雇用管理上の配慮・措置の各項目について、未実施の場合も「実施した場合」にどの程度の負担が発生することが想定されるかを回答した結果であることに留意が

必要。

出典：（JEED調査研究）図１－12 精神障害者保健福祉手帳の等級別雇用管理上の配慮・措置の負担の程度より障害者雇用対策課が作成
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JEED調査研究｜
精神障害者の等級別に見た雇用にかかる事業主の雇用管理

援助者配置 定期面談 休憩場所 物理的環境 マニュアル 作業手順見直し 休暇付与 情報共有と目標設定

③１級～３級で負担感に大差がないという結果が出た項目

出典：（JEED調査研究）図１－12 精神障害者保健福祉手帳の等級別雇用管理上の配慮・措置の負担の程度より障害者雇用対策課が作成

13.1%15.7%15.8%

4.0%
9.0%8.0% 5.1%6.0%5.8% 8.1%

12.2%11.4%
17.2%18.6%16.9% 15.2%13.4%12.0%

7.1%8.1%6.3%
10.1%8.1%5.3%

25.3%23.0%24.3%
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就業環境整備

（対人） 勤怠への対応 コミュニケーション 障害の説明 教育訓練

②１級の負担感が相対的に低いという結果が出た項目
主治医との情報共有

産業保健スタッフ
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〇 障害者本人の就業上の課題について、障害者が働いている企業の就業の状況が分かる方（人事・労務担当者、職場の上司等）に
対し、その程度を等級別に聞いたところ、１級の障害者に関して「課題あり」又は「やや課題あり」との回答割合が高い項目は比較的に多
かったが、１級の障害者の方が他の等級に比して負担が相対的に低い項目も見られた。

①１級の課題感が相対的に高いという結果が出た項目

②１級の課題感が相対的に低いという結果が出た項目

指示に対する理解力 症状の安定 勤労意欲 出退勤等の労働習慣 自身の障害に対する
自己理解

記憶や注意などの認知
特性

職務遂行の能率 とっさの事態に対する判断力 報告・連絡・相談をする 仕事に必要なコミュニケー
ション

職務遂行の正確さ

4.0% 2.8% 2.2%
5.1%

2.4% 2.5%

7.1% 6.4% 5.5% 4.0%
1.9% 1.7% 2.0% 2.9% 2.6% 3.0% 1.4% 1.6%

5.1%
2.5%1.9%

15.2%
14.2%

12.3%

13.1%
15.0%

11.1%

15.2%14.9%
13.1%

6.1%
6.8% 5.8%

8.1% 5.8% 6.6% 7.1%
6.3% 4.4%

11.1%

11.3%11.0%

16.9% 16.4%

20.7%

8.8% 9.3%
7.9%

14.3%

0.0%
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10.0%
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１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級

4.0% 4.8% 3.5%

13.1% 12.3% 11.5%

3.0% 2.8% 2.0% 1.0% 2.8% 2.7%

14.1%
16.0%

15.2%

17.2%
25.0%

23.0%

11.1% 13.5% 11.7% 12.1%
14.5% 12.7%

19.2%

34.0%

14.7% 15.3%

0.0%
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20.0%

25.0%

30.0%
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１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級

出典：（JEED調査研究）図１－４精神障害者保健福祉手帳の等級別対象者の就業上の課題より障害者雇用対策課が作成

J EED調査研究｜

精神障害者本人の等級別に見た雇用にかかる就業上の課題の程度
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障害者雇用の定着率等について｜
精神障害者の週の所定労働時間別職場定着率

85.01%

74.81%

66.52% 59.94%

84.2…

73.82% 67.53%

60.96%

72.22%

60.11%

52.22%

45.88%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0ヶ月 3ヶ月超 ６ヶ月超 ９ヶ月超 12ヶ月超

20時間以上30時間未満 30時間以上40時間未満

40時間以上（フルタイム）

○ 各障害種別毎の週所定労働時間別の定着率を見ると、身体障害・知的障害と比較して、精神障害者は、20時間以上30時
間未満、30時間以上40時間未満、40時間以上のいずれについても定着率が低くなっている。
○ 精神障害者のうち、週所定労働時間別に定着率をみると、20時間以上30時間未満の者は、40時間以上の者（フルタイム）
と比較して、10～15ポイント以上定着率に差がある（12ヶ月超の場合） 。これは、他の障害種別における40時間以上の者（フ
ルタイム）の定着率との差に比べて、大きくなっている。

精神障害者の定着率（週所定労働時間別） ※ハローワークでの職業紹介を経て就職した者

（2022年4月1日～2023年３月31日） （2023年4月1日～202４年３月31日）

84.41%

73.66%

64.55%

56.48%

83.96%

74.31%

68.21%

62.35%
71.59%

59.95%

51.76%

46.00%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0ヶ月 3ヶ月超 ６ヶ月超 ９ヶ月超 12ヶ月超

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満
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集計方法：職業紹介システムと雇用保険システムの情報を紐付けることで、雇用保険被保険者資格の取得・喪失状況を用いてハローワークの紹介により就職した者について、雇用保険取

得日と喪失日を元に在職月数を算出し、全体の就職数のうち在職月数が3,6,9,12カ月以上の割合を○ヵ月定着率として定義し、数値を算出したもの。なお、より長い区分に該

当する者は、それよりも短い区分にも計上されます（例えば、在職期間が６か月超（集計表上の標記は「６ヶ月超」）に該当する者は、「３ヶ月超」区分にも計上）。
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（注）精神障害者短時間特例制度：平成30年４月１日から令和５年３月31日までに雇入れられた精神障害者である短時間労働者で、次のいずれかに該当する者は１人としてカウントしている。
①報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
②報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること
令和５年度以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。
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R3法定雇用率
2.2％→2.3％

13.0

15.5

出典：障害者雇用状況の集計結果

週所定労働時間別雇用精神障害者（実人数）の推移（H18～R06）

○ 精神障害者の短時間労働者数（20時間以上30時間未満, 実人数）は増加傾向。
○ 短時間労働者の割合は約３割で横ばい傾向。

（万人）
（％）（各年６月１日現在）

H25法定雇用率
1.8％→2.0％

H30法定雇用率
2.0％→2.2％

9.4

1.5

3.3

1.9
2.6

1.1

8.3

7.1

5.9
4.9

4.1

雇用精神障害者に占める
短時間労働者（20時間以
上30時間未満）の割合

30時間以上の者

20時間以上
30時間未満の者

20時間以上30時間未満のうち、
特例該当者（注）

20時間以上30時間未満のうち、特
例該当でない者

0.4 0.70.2 0.9

2.6

（参考） 雇用身体障害者に占める短時間労働者の割合：11.0% （3.0 / 27.3（万人）） 雇用知的障害者に占める短時間労働者の割合：18.4% （2.7 / 14.7（万人）） 

10.5

3.0

11.8H30精神障害者短
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導入

3.2
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障害者雇用分科会における 2025年度目標の評価について（案） 

 

 

2025 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等につい

て、当該分科会が実施した評価の結果は、概ね以下のとおりである。 

 

 

（障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向） 

◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について 

〔2025年度目標〕 2024年度（115,609件）以上 

〔2025年度実績〕 115,178件 

        （参考①）ハローワークにおける障害者の就職率  41.4％ 

          （参考②）ハローワークにおいて就職した障害者の６カ月定着率(※) 75.2％ 

 

（※）2024 年４月１日～2025 年３月 31 日までの期間にハローワークの職業紹介で就職したものの

うち、雇用保険取得日と喪失日を元に在職月数を算出し、在職月数が６カ月以上の割合を６カ月定着

率としたもの。 

（分析） 

○ 2025 年度のハローワークにおける障害者の就職件数は 115,178 件で、前

年度を 0.4％下回った。 

○主な要因として、 

・ 2025年度の障害者専用求人数の全数については、272,931件と対前年度

比で 1.8％上回る水準となった一方で、 

・ 障害者専用求人数のうち、就労継続支援Ａ型事業所による求人数が

91,085件と対前年度比で 0.4％下回る水準となったことで、 

・ 2025年度の就労継続支援Ａ型事業所以外の一般企業における就職件数に

ついては、87,588件と対前年度比で 1.9％増となったものの、一般企業と

比べてより求人充足率が高い就労継続支援Ａ型事業所への就職件数が

27,590件と対前年度比で 6.8％減となったこと 

等が考えられる。 

○ 引き続き、2024 年度の就労継続支援Ａ型事業所の報酬改定による動向に

注視しつつ、ハローワークにおいて求職者本人の適性や希望に応じたきめ

細かな就職支援に取り組むとともに、2024 年４月以降の法定雇用率の段階

的な引上げ等への対応として障害者の雇入れ支援の更なる強化を図るため、 

労働政策審議会障害者雇用分科会 
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・ 障害者雇用率未達成企業の障害者雇用に対する不安・課題等の丁寧な聞

き取りや、理解促進のための職場実習の受入れや支援機関の見学等を推進

するとともに、 

・ 求人者・求職者双方の希望条件を丁寧に聞き取ることによる適格紹介や、

求人・求職双方に対して希望条件の緩和を促す等による能動的なマッチン

グ支援 

  等に引き続き取り組む。 

また、障害者の職業紹介を担当する部門と事業所への指導・支援を担当す

る部門の連携を強化し、企業・障害者への支援状況の相互共有等を行うこと

により、求人・求職双方に対する支援の強化を通じて、ハローワークにおけ

る障害者の就職件数の目標達成に向けて取り組んでいく。 

 

◎ 障害者雇用率関係 

① 障害者の雇用率達成企業割合 

〔2025年度目標〕 45.9％以上 

〔2025年度実績〕 調査中(2026年６月１日時点) 

② 障害者雇用ゼロ企業（2025 年６月１日時点）のうち、新たに障害者を

雇用した企業（2026年６月１日時点）の割合 

〔2025年度目標〕 15.2％以上 

〔2025年度目標〕 調査中(2026年６月１日時点) 

（分析） 

○ 2026 年の障害者雇用状況報告(2026 年６月１日時点)の結果を踏まえて分

析する予定(2026年の障害者雇用状況報告は年内を目途に公表する予定)。 

 

◎ 精神・発達障害者雇用サポーター支援実績 

精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職

した者の割合 

〔2025年度目標〕 75.6％以上 

〔2025年度実績〕 78.2％ 

（分析） 

○ 2025 年度に精神・発達障害者雇用サポーターの就職支援を終了した者

（18,213人）のうち、就職した者（14,241人）の割合は 78.2％となってお

り、2025年度目標（75.6％）を上回った。 

※ 上記の支援を終了した者のうち、精神障害の診断がある者の就職率は

78.9％（就職者数 10,143 人／支援終了者数 12,862 人）で、発達障害の診

断がある者の就職率は 77.8％（就職者数 4,495人／支援終了者数 5,779人） 
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○ 主な要因として、2024 年度より、従来の精神障害者雇用トータルサポー

ターと発達障害者雇用トータルサポーターに代えて、「精神・発達障害者雇

用サポーター」を配置し、関係機関との連携や、障害のある求職者と事業主

のマッチング支援を強化し、職業相談、職場実習、紹介件数を増加させ、き

め細やかな支援を実施できたこと等が就職件数の増加につながり、2025 年

度目標を上回ることになったと考えている。 

○ 引き続き、求職者に対して、個別相談によるきめ細かい支援を実施すると

ともに、事業主に対しても、障害特性の理解の促進や雇用管理のノウハウの

提供、各種支援メニューの活用の提案を行うなど、受入体制の整備を通じ、

精神障害者等の雇用に係る課題解決のための支援を実施していく。 

 

（参考）2025年度目標設定の考え方 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

2024年度実績以上と設定 

 

【障害者雇用率関係】 

①  障害者の雇用率達成企業割合 

目標の前々年度（2024 年６月１日時点）の実績に、過去 10 か年の平均

伸び率（法定雇用率が引き上げられた年度分の値を除く。）から 2025年４

月の除外率引下げの影響により見込まれる減少分を減じて設定。 

 ② 障害者雇用ゼロ企業（2025 年６月１日時点）のうち、新たに障害者を雇

用した企業（2026年６月１日時点）の割合 

   直近３か年の実績平均が前年度目標を下回るため、引き続き前年度と同

様の目標値を設定。 

 

【精神・発達障害者雇用サポーター支援実績】 

（精神・発達障害者雇用サポーターによる就職支援を終了した者のうち、就職

した者の割合） 

2024年度より精神・発達障害者雇用サポーターが配置された一方、同年に

は法定雇用率の引上げがあったことを踏まえ、2023年度及び 2024年度の直

近２か年分の実績の平均値以上。 
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（案） 

障害者就労促進 

項目 2025 年度 

目標 

2025 年度 

実績 

 2024 年度 

目標 

2024 年度 

実績 

2023 年度 

目標 

2023 年度 

実績 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

ハローワ

ークにお

ける障害

者の就職

件数 

（参考①）ハ

ローワークに

おける障害者

の就職率（※

１） 

（参考②）ハ

ローワークに

おいて就職し

た障害者の６

カ月定着率

（※２） 

115,609 件

以上 

115,178 件 

 

（参考①） 

41.4％ 

 

(参考②) 

75.2% 

 110,756 件

以上 

115,609 件 

 

（参考①） 

43.1％ 

 

(参考②) 

74.9% 

103,163 件 

以上 

110,756 件 

 

（参考①） 

44.4％ 

【障害者雇用率関係】 

①障害者

の雇用率

達成企業

割合（※

３） 

45.9％以

上 

2026 年 6

月１日時

点の実績

により評

価 

 46.8％以

上 

46.0％ 

（2025 年

6 月 1 日時

点） 

46.6％以

上 

 

46.0％ 

（2024 年

6 月 1 日時

点） 

②障害者

雇用ゼロ

企業

（2024 年

６月１日

時点）の

うち、新

たに障害

者を雇用

した企業

15.2％以

上 

2026 年 6

月１日時

点の実績

により評

価 

15.2％以

上 

14.6％ 

（2025 年

6 月 1 日時

点） 

15.2％以

上 

15.3％ 

（2024 年

6 月 1 日時

点） 



 

2 

 

（2025 年

６月１日

時点）の

割合 

【精神・発達障害者雇用サポーター支援実績】 

精神・発

達障害者

雇用サポ

ーターに

よる就職

支援を終

了した者

のうち、

就職した

者の割合 

75.6％以

上 

78.2％  72.8％以

上 

77.8％ － － 

精神障害

者雇用ト

ータルサ

ポーター

の相談支

援を終了

した者の

うち、就

職に向け

た次の段

階（※

４）へ移

行した者

の割合 

－ －  － － 78.8％以

上 

84.3%  

精神障害

者雇用ト

ータルサ

ポーター

の相談支

援を終了

し、就職

に向けた

次の段階

－ － － － 84.3％以

上 

86.4%  



 

3 

 

（※４）

へ移行し

た者のう

ち、就職

した者の

割合 

（備考） 

※１ 就職件数／新規求職申込件数。 

 

※２ 2024年４月１日～2025年３月 31日までの期間にハローワークの職業紹介で就職

したもののうち、雇用保険取得日と喪失日を元に在職月数を算出し、在職月数が 

６カ月以上の割合を６カ月定着率としたもの。 

 

※３ 40.0人以上（2023年６月１日までは 43.5人以上）規模の企業において法定雇用

率を達成（注）している企業の割合。 

（注）法定雇用障害者数に不足数がないこと。 

 

※４ ①就職（トライアル雇用を含む。）、②職業紹介ができる段階への移行、③職業訓

練・職場適応訓練へのあっせん。 
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参考データ 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

１ 新規求職申込件数、障害者専用求人、就職件数の年度比較 

 

 

 

２ 産業別障害者専用求人数 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

３ 職種別障害者専用求人数 
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４ 2025年度のハローワークにおける障害の種類別・部位別の新規求職申込件数・就職

件数・就職率について 

  

新規求職申込件数

（①） 
就職件数（②） 就職率（②／①） 

（件） 
前年同期

比（％） 
（件） 

前年同期

比（％） 
（％） 

前年同期差

（pt） 

障害者計 278,136 3.7 115,178 ▲ 0.4 41.4% ▲ 1.7 

身体障害者計 59,091 ▲ 1.9 21,463 ▲ 5.5 36.3% ▲ 1.4 

  

視覚障害 4,198 ▲ 2.6 1,545 1.4 36.8% 1.4 

聴覚・言語障

害 
7,576 ▲ 1.4 3,040 ▲ 7.4 40.1% ▲ 2.6 

肢体不自由 27,539 ▲ 4.3 10,332 ▲ 6.9 37.5% ▲ 1.1 

  

上 肢 10,765 ▲ 2.3 4,182 ▲ 4.9 38.8% ▲ 1.1 

下 肢 13,795 ▲ 5.7 5,092 ▲ 8.6 36.9% ▲ 1.2 

体 幹 2,577 ▲ 3.6 906 ▲ 5.9 35.2% ▲ 0.8 

脳病変（※

１） 
402 ▲ 12.0 152 ▲ 6.2 37.8% 2.4 

内部障害 18,678 1.4 6,203 ▲ 4.5 33.2% ▲ 2.1 

その他の身体

障害 
1,100 3.5 343 12.5 31.2 2.5 

知的障害者 39,307 ▲ 2.7 22,215 ▲ 1.0 56.5% 0.9 

精神障害者 165,316 7.9 66,580 1.6 40.3% ▲ 2.5 

その他の障害者（※２） 14,422 1.2 4,920 ▲ 0.4 34.1% ▲ 0.6 

  ※１「脳病変」とは、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を指す。 

   ※２「その他の障害者」とは、障害者手帳を所持する身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の 

障害者をいい、具体的には、障害者手帳を所持しない発達障害者、難病疾患、高次脳機能障害者 

など。 

 

５ ハローワークにおける一般職業紹介等状況 

  2025 年度実績 対 2024 年度比 

就職件数（件） 1,094,816   ▲4.3  

新規求職申込件数（件） 4,421,995   0.3  

新規求人数（人） 9,532,974   ▲4.2  
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６ 各年度の障害者専用求人数（Ａ型事業所・Ａ型事業所以外別） 

① 就労継続支援Ａ型事業所の求人数 

  求人数 対前年度比 

令和５年度 95,824  13.4  

令和６年度 91,420  ▲4.6  

令和７年度 91,085  ▲0.4  

 

② 就労継続支援Ａ型事業所以外の一般企業の求人数 

  求人数 対前年度比 

令和５年度  167,393 7.3  

令和６年度  176,690 5.6  

令和７年度 181,846 2.9 

 

７ 各年度の就職件数（Ａ型事業所・Ａ型事業所以外別） 

① 就労継続支援Ａ型事業所への就職件数 

  就職件数 対前年度比 

令和５年度 29,081   15.8  

令和６年度 29,613   1.8  

令和７年度 27,590   ▲6.8  

 

②  就労継続支援 A型事業所以外の一般企業への就職件数 

  就職件数 対前年度比 

令和５年度  81,675 5.5 

令和６年度 85,996 5.3 

令和７年度 87,588 1.9 
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年度目標項目 2025年度の年度目標 2025年度の年度実績
2026年度の年度目標

（案）

ハローワークにおける
障害者の就職件数 115,609件以上 115,178件 115,609件以上

目標設定の基本的な考え方：前年度実績以上として設定
2026年度目標設定の考え方：2025年度において就職件数が目標にわずかに届か
なかったことを踏まえ、2025年度の目標値の達成を目指し、2025年度目標と同
じ目標を設定
目標（案）：2024年度実績以上

【過去３か年の実績】2023年度実績110,756件、2024年度実績115,609件、2025
年度実績115,178件

①目標設定の基本的な考え方：目標の前々年度の実績（目標の前年６月１日時点で
の障害者雇用状況報告の数値）に過去10か年分（法定雇用率の引上げ、除外率の引
下げが行われた年を除く。）（※１）の平均伸び率を加除したものを基本とした上で、目
標年度以降の法定雇用率の引上げ、除外率の引下げにより見込まれる減少分を除
いて設定
目標（案）：前々年度の実績（46.0％）に過去10か年の平均伸び率（＋1.6pt）を加えた
上で、2026年7月の法定雇用率引上げにより見込まれる減少分（－4.10pt（※２））を除
いて設定
※１　今般の目標設定においては、2011年、2013年、2018年、2021年、2024年及び2025年を
除く2010年から2023年まで分の実績値。
※２　2026年７月の法定雇用率引上げ（0.2％）と同様の幅で雇用率を引上げた2024年度にお
いて、実際に観測された達成企業割合の減少分の実績を使用。

②目標設定の基本的な考え方：直近３か年の実績の平均値以上として設定
目標（案）：直近３か年の実績平均が前年度目標を下回るため、前年度と同様

【過去３か年の実績】2022年度実績14.2％、2023年度実績15.3％、2024年度実績
14.6％。3か年平均は14.7％

職業安定業務統計

目標設定の基本的な考え方：直近３か年の実績の平均値以上として設定
目標（案）：2023年度から2025年度までの直近３か年の実績の平均値以上
※精神・発達障害者雇用サポーターは 2024 年度以降の新官職であるため、2023 年
度まで精神・発達障害者の支援を行っていた精神障害者雇用トータルサポーター及
び発達障害者雇用トータルサポーターの支援終了者と就職者数を合算して過去の実
績を算出し、目標を設定。
【過去３か年実績】2023年度実績73.5％、2024年度実績77.8％、2025年度実績78.2％

【精神・発達障害者雇用サ
ポーター支援実績】

精神・発達障害者雇用サポー
ターによる就職支援を終了し
た者のうち、就職した者の割

合

75.6％以上
78.2%

　精神・発達障害者雇
用サポーターによる就
職支援を終了した者
のうち、就職した者の

割合 

76.5%以上 

精神・発達障害者雇用サポーター
支援状況報告

障害者雇用分科会における2026年度の年度目標（案）
労働政策審議会障害者雇用分科会

データの出所

【障害者雇用率関係】

①障害者の雇用率達成
企業割合

②障害者雇用ゼロ企業のう
ち、新たに障害者を雇用した

企業の割合

①45.9％以上

 
②15.2％以上（※）
※障害者雇用ゼロ企業
（2025年６月１日時点）
のうち、新たに障害者を

雇用した企業
（2026年６月１日時点）

の割合

①調査中
（2026年６月１日時

点）

②調査中
（2026年６月１日時

点）

①43.5％以上
　　
　　
　

②15.2％以上（※）
※障害者雇用ゼロ企業

（2026年６月１日時点）の
うち、新たに障害者を雇用

した企業
（2027年６月１日時点）の

割合

障害者雇用状況報告



今後の検討スケジュールおよび議題について

1

■令和８年４月20日（済）
○研究会報告書 報告
○関係団体からのヒアリング
・一般社団法人障害者雇用企業支援協会
・公益社団法人全国障害者雇用事業所協会

■令和８年５月27日（済）
○関係団体からのヒアリング
・一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会
・一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
・NPO法人全国就業支援ネットワーク

■令和８年６月～ 各議題についての議論

○議題案(令和８年６月段階)

・精神・発達障害者の雇用率算定の在り方/本日(６.22)議題事項
・障害者雇用の「質」の向上に向けて
・いわゆる「障害者雇用ビジネス」への対応
・手帳を所持しない難病患者の位置づけ
・就労継続支援A型事業所の位置づけ
(雇用福祉横断検討会中間とりまとめ報告)

・100人以下企業への納付金の納付義務適用拡大

※月１回程度分科会実施

障害者雇用分科会

労働政策審議会障害者雇用分科会

第139回(R8.6.22) 資料３

障害者就労に係る

雇用福祉横断検討会

■令和８年６月１日開始

※月１,2回程度実施

■令和８年夏頃
○中間とりまとめ



 

 

 

障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨 

障害者の就労支援は、雇用施策と福祉施策との連携の下、その取組を進め

てきたが、平成 18 年の障害者自立支援法の制定以降の我が国の一般就労の

場の進展や、それに伴う福祉施策の利用者像の変化などに伴い、障害者就労

に係る雇用、福祉の果たすべき役割についても変化してきており、雇用・福

祉施策の双方で整理、対応していくべき課題が存在している。 

就労系障害福祉サービスについては、本年２月に、公労使、障害者関係団

体等の関係者から成る「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」

によりとりまとめられた報告書においても言及されるように、雇用、福祉の

役割分担など、両面から丁寧に検討していく必要性がある。 

このため、本検討会は、障害者の就労に係る雇用施策と福祉施策の在り方

について、具体的な検討の方向性を議論することを目的として開催するもの

である。 

 

２．主な検討事項 

（１）雇用と福祉の役割分担の基本的考え方 

（２）就労継続支援の在り方、それらに対する障害者雇用促進法の適用の在り

方（雇用率制度・納付金制度等） 

（３）就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援の効果的な在り方、障害者

就業・生活支援センターとの役割分担 

（４）福祉と雇用の相互往来関係（うつ等からの復職、企業雇用における障害

者である労働者の加齢に伴う課題等） 

（５）その他 

 

３．構成員 

  構成員は、別紙のとおりとする。 

 

４．その他 

（１）本検討会は、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社

会・援護局障害保健福祉部長が構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本

検討会を統括する。 

（３）本検討会には、座長代理を置くことができる。座長代理は、構成員から

座長が指名し、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、そ

の職務を代行することとする。 

障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 

第１回(Ｒ８.６.１) 資料１ 



 

 

 

（４）本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることが

できる。 

（５）本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 ただし、

座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認

めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることがで

きる。この場合においては、少なくともその理由を明示するとともに議事

要旨を公開する。 

（６）本検討会の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省職業安定局障害

者雇用対策課及び社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において行う。 

（７）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が

厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官及び社会・援護局障害保

健福祉部長と協議の上、これを定めるものとする。 

 

  



 

 

 

障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 

構成員 

 

大谷
おおたに

 喜
よし

博
ひろ

 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会副会長 

岡本
おかもと

 敏
とし

美
み

 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会副会長 

叶
かのう

  義文
よしふみ

 全国社会就労センター協議会会長 

神成
かんなり

 和江
か ず え

 全日本自治団体労働組合総合政治政策局社会福祉局長 

清田
き よ た

 素
もと

弘
ひろ

 日本商工会議所産業政策第二部担当部長 

倉知
く ら ち

 延章
のぶあき

 九州産業大学人間科学部名誉教授 

駒村
こまむら

 康
こう

平
へい

 慶應義塾大学経済学部教授 

酒井
さ か い

 大介
だいすけ

 全国就労移行支援事業所連絡協議会会長 

新銀
しんぎん

 輝子
て る こ

 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会副理事長 

眞
しん

保
ぼ

 智子
さ と こ

 法政大学現代福祉学部教授 

新保
し ん ぼ

  美香
み か

 明治学院大学社会学部教授 

菅村
すがむら

 裕子
ゆ う こ

 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 

田中
た な か

 伸明
のぶあき

 日本視覚障害者団体連合副会長 

永松
ながまつ

 悟
さとる

  全国市長会（杵築市長） 

中村
なかむら

 時
とき

広
ひろ

 全国知事会（愛媛県知事） 

新田
に っ た

 秀司
ひ で し

 一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長 

藤尾
ふ じ お

 健二
け ん じ

 NPO 法人全国就業支援ネットワーク 代表理事 

渡邊
わたなべ

 絹子
き ぬ こ

 筑波大学ビジネスサイエンス系教授 

オブザーバー：厚生労働省人材開発統括官付特別支援室 

（五十音順・敬称略） 

（別紙） 



今後のスケジュール 

 

■第１回（令和８年６月１日） 

○ 検討会の開催について 

○ 障害者雇用・福祉施策の現状等について  

○ 今後の検討会の進め方について 

 

■第２・３回（令和８年６月 22日、29日） 

 ○ 検討会の構成員となっている団体を含め以下の団体からヒアリング（２回程度） 

６月 22日 ・ ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク 

・ 公益財団法人日本知的障害者福祉協会 

 ・ 就労継続支援Ａ型事業所全国協議会 

・ 全国社会就労センター協議会 

・ 全国就労移行支援事業所連絡協議会 

６月 29日 ・ 一般社団法人障害者雇用企業支援協会 

・ 公益社団法人全国障害者雇用事業所協会 

     

 ＜ヒアリング項目＞ 

 １．雇用と福祉の役割分担 

  ○ 近年の一般就労の場の増加や就労系障害福祉サービスの利用者像の変化をどう考えているか。

それに伴う今後の対象像や果たすべき機能等、雇用と福祉の役割分担について、どう考えるか。 

  ○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行における現状と課題について、どう考えるか。 

２．就労継続支援の在り方及びそれに対する障害者雇用促進法制（法定雇用率・納付金制度等） 

○ 就労継続支援の現状と課題について、どう考えるか。 

○ Ａ型事業所について、雇用率制度の対象となっていること及び納付金制度等（事業主の納付金を

財源とする調整金・報奨金／特定求職者雇用開発助成金等の事業主負担財源による財政支援）の支

給対象となっていることについて、どう考えるか。 

３．就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援の効果的な在り方、障害者就業・生活支援センターと

の役割分担 

○ 就労選択支援、就労移行支援、就労定着支援の現状と課題について、どう考えるか。 

○ 就労系障害福祉サービスと障害者就業・生活支援センターとの役割分担について、どう考えるか。 

４．福祉と雇用の相互往来関係（うつ等からの復職、企業雇用における障害者である労働者の加齢に伴

う課題等） 

  ○ うつ等からの復職、企業雇用における障害者である労働者の加齢に伴う課題等、障害者の状態像

の変化とそれに伴う雇用と福祉の相互往来に関する現状と課題について、どう考えるか。 

 

■令和８年６月 29日以降 

〇 雇用と福祉の役割分担の基本的考え方について議論 

 

■令和８年夏頃目途 

〇 雇用と福祉の役割分担の基本的考え方について中間整理 

 

■令和８年秋以降 

〇 雇用と福祉の役割分担の基本的考え方に基づき制度の各論について議論 

障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 
第１回(Ｒ８.６.１) 資料３ 



 

労働政策審議会障害者雇用分科会 委員名簿 

令和８年６月 22 日現在 

（公益代表） 

大井
お お い

 方子
ま さ こ

 高知県立大学文化学部教授 

影山
かげやま

 摩子
ま こ

弥
や

 横浜市立大学都市社会文化研究科名誉教授 

倉知
く ら ち

 延章
のぶあき

 九州産業大学人間科学部名誉教授 

田中
た な か

 克
かつ

俊
とし

 北里大学大学院医療系研究科教授 

 山川
やまかわ

 隆一
りゅういち

 明治大学法学部教授 

 渡邊
わたなべ

 絹子
き ぬ こ

 筑波大学ビジネスサイエンス系教授 

（労働者代表） 

大喜多
お お き た

 輝彦
てるひこ

   サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副会長 

河崎
かわさき

 智
ち

文
ふみ

 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会政策部門社会政策担当専門部長 

神成
かんなり

 和江
か ず え

    全日本自治団体労働組合総合政治政策局社会福祉局長 

佐藤
さ と う

 好一
こういち

 全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長 

菅村
すがむら

 裕子
ゆうこ

 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 

（使用者代表） 

大岩
おおいわ

  一郎
いちろう

 株式会社 日立ゆうあんどあい 代表取締役社長 

清田
き よ た

 素
もと

弘
ひろ

 日本商工会議所産業政策第二部担当部長 

新田
に っ た

 秀司
ひ で し

 （一社）日本経済団体連合会労働政策本部長 

美堂
み ど う

 梓
あずさ

    富士通(株) Employee Success 本部 ER 統括部 シニアマネージャー  

山口
やまぐち

 高広
たかひろ

 愛知県中小企業団体中央会会長、(株)アトラスジャパン取締役会長 

（障害者代表） 

大谷
おおたに

 喜
よし

博
ひろ

  (一社)全国手をつなぐ育成会連合会副会長 

岡本
おかもと

 敏
とし

美
み

  (社福)日本身体障害者団体連合会副会長 

新銀
しんぎん

 輝子
て る こ

  (公社)全国精神保健福祉会連合会副理事長 

田中
た な か

 伸明
のぶあき

  (社福)日本視覚障害者団体連合副会長 
 

                             （五十音順、敬称略） 

労働政策審議会障害者雇用分科会 
第 139 回(R８.６.22) 参考資料１ 



第139回(R8.6.22) 参考資料２

2025年４月から６月まで 2025年７月から９月まで 2025年10月から12月まで 2026年１月から３月まで データの出所

ハローワークにおける
障害者の就職件数 115,609件以上 115,178件 32,380件 25,190件 27,602件 30,006件 職業安定業務統計

【障害者雇用率関係】（※１）

　①障害者の雇用率達成
　　企業割合

　　　①45.9%以上 障害者雇用状況報告

【障害者雇用率関係】（※１）

　②障害者雇用ゼロ企業の
　　うち、新たに障害者を雇用
　　した企業の割合

      ②15.2％以上（※2） 障害者雇用状況報告

　精神・発達障害者雇用サポー
ターによる就職支援を終了した
者のうち、就職した者の割合

75.6％以上 77.4% 77.6％ 77.１％ 80.7% 77.3%
精神・発達障害者雇用

サポーター支援状況報告

労働政策審議会障害者雇用分科会

障害者雇用分科会における2025年度の年度目標に対する四半期毎の実績について

※１　障害者雇用率関係の指標は、翌年６月１日時点の障害者雇用状況報告の結果によるため、この表においては記載しない。

※２　2025年度の目標は、2025年６月１日時点における障害者雇用ゼロ企業のうち、2026年６月１日時点において新たに障害者を雇用した企業の割合。

年度目標項目 2025年度の年度目標 2025年度実績
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令和８年６月 19日 

【照会先】 

   職業安定局 障害者雇用対策課 

 報道関係者 各位                課 長             河村 のり子 

                                 主任障害者雇用専門官  林  幹雄  

                                             課長補佐              鶴川 泰生 

（代表電話）03(5253)1111(内線 5857、5301) 

                                           （直通電話）03(3502)6775 

 

令和７年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などの 

取りまとめを公表します 

～障害者の就職件数は、前年度比で同水準～ 

厚生労働省は、令和７年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などを取りま

とめましたので、公表します。 

【ポイント】 

⚫ 新規求職申込件数・就職件数 

新規求職申込件数は 278,136 件（対前年度比 3.7％増）、就職件数は 115,178 件（対前年度

比 0.4％減）となり、新規求職者申込件数は過去最高だった令和６年度（268,107件）実績を

上回った。 

⚫ 就職率（就職件数／新規求職申込件数） 

就職率は 41.4％で、対前年度差 1.7ポイント減となった。 

 就職件数（件） 対前年度差（比） 就職率（％）（対前年度差） 

身体障害者  21,463 1,241件減（5.5％減） 36.3（1.4ポイント減） 

知的障害者  22,215   234件減（1.0％減） 56.5（0.9ポイント増） 

精神障害者  66,580 1,062件増（1.6％増） 40.3（2.5ポイント減） 

その他の障害者（※）   4,920    18件減（0.4％減） 34.1（0.6ポイント減） 

合 計 115,178   431件減（0.4％減） 41.4（1.7ポイント減） 

※「その他の障害者」とは、身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の障害者をいい、具体的には、障害者 

手帳を所持しない発達障害者、難病患者、高次脳機能障害者など。 

⚫ 就職件数の減少要因 

前年度に引き続き新規求職申込件数は増加したものの、就労継続支援Ａ型事業所への就職

件数が前年度に比べ減少したこと等の影響により、就職件数がわずかに減少したと考えら

れる。 

⚫ 解雇者数（ハローワークに届け出のあったもの） 

ハローワークに届け出のあった障害者の解雇者数は 3,692 人（前年度 9,312人）となり、解

雇者数が大幅に増加した前年度から減少した。 

労働政策審議会障害者雇用分科会 

第 139 回(R8.6.22) 参考資料３－１ 



１．概 況

(件) 前年度比
(％)

(人) 前年度比
(％)

（件） 前年度比
(％)

（％） 前年度差
(ポイント)

　　平成27年度 187,198 4.5 231,066 5.6 90,191 6.6 48.2 1.0

　　28年度 191,853 2.5 240,744 4.2 93,229 3.4 48.6 0.4

　　29年度 202,143 5.4 255,612 6.2 97,814 4.9 48.4 △ 0.2

　　30年度 211,271 4.5 272,481 6.6 102,318 4.6 48.4 0.0

令和元年度 223,223 5.7 300,512 10.3 103,163 0.8 46.2 △ 2.2

     ２年度 211,923 △ 5.1 331,260 10.2 89,840 △12.9 42.4 △ 3.8

     ３年度 223,971 5.7 358,539 8.2 96,180 7.1 42.9 0.5

     ４年度 233,429 4.2 382,100 6.6 102,537 6.6 43.9 1.0

     ５年度 249,490 6.9 406,591 6.4 110,756 8.0 44.4 0.5

     ６年度 268,107 7.5 390,799 △ 3.9 115,609 4.4 43.1 △ 1.3

     ７年度 278,136 3.7 379,909 △ 2.8 115,178 △ 0.4 41.4 △ 1.7

(注)　表中の「③就職件数」には、ハローワークインターネットサービスのオンライン自主応募（ハローワークの職業紹介を経ずに直接応募できる機能を
　　　利用したこと）による就職件数は計上していない。（次頁以降も同じ）

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）

(注)　表中の「①新規求職申込件数」の令和３年度以降の数値には、令和３年９月より開始されたハローワークインターネットサービスにより新規求職申
      込を行った者（同月中に来所した者を除く）の件数（オンライン新規求職申込件数:令和3年度2,864件，令和4年度6,211件、令和５年度6,623件、
　　　令和６年度7,449件、令和７年度8,158件）は計上していない。（次頁以降も同じ）

(注)　表中の「②有効求職者」の令和３年度以降の数値には、オンライン新規求職申込後も来所せずに求職活動を行う者（オンライン登録者の有効求職者
　　　数:令和3年度1,424人，令和4年度1,429人、令和５年度1,675人、令和６年度1,733人、令和7年度1,894人）は計上していない。（次頁以降も同じ）
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(1) 身体障害者

(件) 前年度比
(％)

(人) 前年度比
(％)

（件） 前年度比
(％)

（％） 前年度差
(ポイント)

平成27年度 63,403 △ 2.9 91,939 0.4 28,003 △ 0.6 44.2 1.0

28年度 60,663 △ 4.3 89,797 △ 2.3 26,940 △ 3.8 44.4 0.2

29年度 60,533 △ 0.2 90,649 0.9 26,756 △ 0.7 44.2 △ 0.2

30年度 61,218 1.1 92,824 2.4 26,841 0.3 43.8 △ 0.4

令和元年度 62,022 1.3 98,681 6.3 25,484 △ 5.1 41.1 △ 2.7

２年度 57,691 △ 7.0 107,189 8.6 20,025 △21.4 34.7 △ 6.4

３年度 58,032 0.6 113,193 5.6 20,829 4.0 35.9 1.2

４年度 58,095 0.1 117,745 4.0 21,914 5.2 37.7 1.8

５年度 59,202 1.9 120,925 2.7 22,912 4.6 38.7 1.0

６年度 60,252    1.8 108,066     △10.6 22,704    △ 0.9 37.7 △ 1.0

７年度 59,091   △ 1.9 98,639     △ 8.7 21,463   △ 5.5 36.3 △ 1.4

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）
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(2) 知的障害者

(件) 前年度比
(％)

(人) 前年度比
(％)

（件） 前年度比
(％)

（％） 前年度差
(ポイント)

　　平成27年度 33,410 3.4 41,803 3.1 19,958 6.6 59.7 1.8

　　28年度 34,225 2.4 43,343 3.7 20,342 1.9 59.4 △ 0.3

　　29年度 35,742 4.4 45,770 5.6 20,987 3.2 58.7 △ 0.7

　　30年度 35,830 0.2 46,928 2.5 22,234 5.9 62.1 3.4

令和元年度 36,852 2.9 50,210 7.0 21,899 △ 1.5 59.4 △ 2.7

     ２年度 34,300 △ 6.9 52,264 4.1 19,801 △ 9.6 57.7 △ 1.7

     ３年度 34,651 1.0 54,618 4.5 19,957 0.8 57.6 △ 0.1

     ４年度 35,609 2.8 56,736 3.9 20,573 3.1 57.8 0.2

     ５年度 37,515 5.4 58,047 2.3 22,201 7.9 59.2 1.4

     ６年度 40,385    7.7 54,684    △ 5.8 22,449    1.1 55.6 △ 3.6

     ７年度 39,307   △ 2.7 51,867   △ 5.2 22,215   △ 1.0 56.5 0.9

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）
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(3) 精神障害者

(件) 前年度比
(％)

(人) 前年度比
(％)

（件） 前年度比
(％)

（％） 前年度差
(ポイント)

　　平成27年度 80,579 9.7 88,857 11.4 38,396 11.2 47.7 0.7

　　28年度 85,926 6.6 97,913 10.2 41,367 7.7 48.1 0.4

　　29年度 93,701 9.0 107,991 10.3 45,064 8.9 48.1 0.0

　　30年度 101,333 8.1 119,983 11.1 48,040 6.6 47.4 △ 0.7

令和元年度 107,493 6.1 132,940 10.8 49,612 3.3 46.2 △ 1.2

     ２年度 95,382 △11.3 144,607 8.8 40,624 △18.1 42.6 △ 3.6

     ３年度 108,243 13.5 163,056 12.8 45,885 13.0 42.4 △ 0.2

     ４年度 123,591 14.2 191,523 17.5 54,074 17.8 43.8 1.4

     ５年度 137,935 11.6 209,411 9.3 60,598 12.1 43.9 0.1

     ６年度 153,223   11.1 211,942   1.2 65,518    8.1 42.8 △ 1.1

     ７年度 165,316  7.9 213,202  0.6 66,580   1.6 40.3 △ 2.5

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）
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  新規求職申込件数の推移（障害種別による比較）

  就職件数の推移（障害種別による比較）

  就職率の推移（障害種別による比較）
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39,307

59,091 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

（件）

知的障害者

身体障害者

精神障害者

66,580 

22,215 

21,463 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

（件）

身体障害者

知的障害者

精神障害者

40.3 

56.5 

36.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

（％）

精神障害者

身体障害者

知的障害者
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(4) その他の障害者

(件) 前年度比
(％)

(人) 前年度比
(％)

（件） 前年度比
(％)

（％） 前年度差
(ポイント)

　　平成27年度 9,806 20.1 8,467 20.3 3,834 21.1 39.1 0.3

　　28年度 11,039 12.6 9,691 14.5 4,580 19.5 41.5 2.4

　　29年度 12,167 10.2 11,202 15.6 5,007 9.3 41.2 △ 0.3

　　30年度 12,890 5.9 12,746 13.8 5,203 3.9 40.4 △ 0.8

令和元年度 16,856 30.8 18,681 46.6 6,168 18.5 36.6 △ 3.8

     ２年度 24,550 45.6 27,200 45.6 9,390 52.2 38.2 1.6

     ３年度 23,045 △ 6.1 27,672 1.7 9,509 1.3 41.3 3.1

     ４年度 16,134 △30.0 16,096 △41.8 5,976 △37.2 37.0 △ 4.3

５年度 14,838 △ 8.0 18,208 13.1 5,045 △15.6 34.0 △ 3.0

６年度 14,247 △ 4.0 16,107 △11.5 4,938 △ 2.1 34.7 0.7

７年度 14,422 1.2 16,201 0.6 4,920 △ 0.4 34.1 △ 0.6

① 新規求職申込件数 ② 有効求職者数 ③ 就職件数

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）

(注)「その他の障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を保有しない者であって、発達障害、高次脳機能障害、難治性疾患等に
　　より、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者である。ただし、令和2年1月のハローワークシステム刷新
　　により、障害者手帳を有する者も一部計上されている。

身体障害者

21,463件

18.6%

知的障害者

22,215件

19.3%

精神障害者

66,580件

57.8%

その他

4,920件

4.3%

身体障害者

98,639人

26.0%

知的障害者

51,867人

13.7%

精神障害者

213,202人

56.1%

その他

16,201人

4.3%
身体障害者, 

59,091件, 

21.2%

知的障害者, 

39,307件, 14.1%
精神障害者, 

165,316件, 

59.4%

その他, 

14,422件, 5.2%

(5) 就職件数等における障害種別の割合

合計：278,136件 合計：379,909人 合計：115,178件

7



３．産業別の就職状況 

(参考)ハローワークにおける産業別の就職状況(障害者を含む全体)

(2) 障害種別の状況

※ 数値は就職件数及び産業別構成比(％)。詳細は参考３参照。

※ 数値は産業別構成比(％)。※ 数値は就職件数及び産業別構成比(％)。

(1) 概況

障害者計

農林漁業, 1,151 , 1.0% 鉱業，採石業，砂利採

取業, 34 , 0.0% 建設業, 3,200 , 2.8%

製造業, 13,375 , 11.6%

電気・ガス・熱供給・

水道業, 152 , 0.1%

情報通信, 

1,927 , 1.7%

運輸郵便, 

5,116 , 4.4%

卸売小売, 11,135 , 9.7%

金融，保険, 

1,306 , 1.1%

不動産

物品賃貸, 1,305 , 

1.1%

学術研究

専門・技術サービス, 

2,546 , 2.2%

宿泊,飲食

     , 4,660 , 4.0%
生活関連     

娯楽, 2,281 , 2.0%

教育，学習支援業, 

3,011 , 2.6%

医療福祉, 44,683 , 38.8%

複合サービス

業, 942 , 0.8%

サービス業

(他に分類され

ないもの), 

12,633 , 11.0%

公務・その他, 5,721 , 

5.0%

農林漁業

1.2%

鉱業等

0.1%

建設業

5.1%

製造業

14.2%

電ガ熱水

0.2%

情報

通信

1.1%

運輸郵便

5.6%

卸売小売

10.6%

金融，保険

0.5%

不動産

物品賃貸

1.8%学術研究

専門・技術サービス

2.8%

宿泊,飲食

     

4.4%

生活関連     

娯楽

2.1%

教育，学習支援業

2.8%

医療福祉

27.2%

複合サービス業

0.9%
サービス業

（他に分類さ

れないもの）

13.2%

公務・

その他

6.4%

農林漁業, 661 , 

1.0% 鉱業等, 14 , 

0.0%
建設業, 

1,826 , 2.7%

製造業, 7,156 , 

10.7%

電ガ熱水, 98 , 0.1%

情報通信, 

1,349 , 2.0%

運輸郵便, 

2,593 , 3.9%

卸売小売, 6,206 , 

9.3%

金融，保険, 

826 , 1.2%

不動産

物品賃貸, 

802 , 1.2%

学術研究

専門・技術サービス, 

1,677 , 2.5%

宿泊,飲食

     , 2,370 , 3.6%

生活関連     

娯楽, 1,280 , 1.9%教育，学習支援業, 

1,719 , 2.6%

医療福祉, 27,567 , 41.4%

複合サービス

業, 522 , 0.8%

サービス業

（他に分類されない

もの）, 6,746 , 10.1%

公務・その他, 

3,168 , 4.8%

精神障害者

農林漁業, 228 , 1.0%

鉱業等, 6 , 0.0%

建設業, 504 , 2.3%

製造業, 3,500 , 15.8%

電ガ熱水, 8 , 0.0%

情報通信, 

230 , 1.0%

運輸郵便, 

1,066 , 4.8%

卸売小売, 2,890 , 

13.0%

金融，保険, 130 , 0.6%

不動産

物品賃貸, 147 , 0.7%

学術研究

専門・技術サービス, 

312 , 1.4%

宿泊,飲食

     , 1,253 , 5.6%生活関連     

娯楽, 449 , 2.0%

教育，学習支援業, 

375 , 1.7%

医療福祉, 7,980 , 

35.9%

複合サービス業, 229 , 

1.0%

サービス業

（他に分類されないも

の）, 2,596 , 11.7%

公務・その他, 312 , 

1.4%知的障害者

農林漁業, 57 , 1.2%

鉱業等, 2 , 0.0%

建設業, 142 , 2.9%

製造業, 634 , 12.9%

電ガ熱水, 4 , 

0.1%

情報通信, 64 , 

1.3%

運輸郵便, 

188 , 3.8%

卸売小売, 480 , 9.8%

金融，保険, 25 , 0.5%

不動産

物品賃貸, 71 , 1.4%

学術研究

専門・技術サービス, 127 , 

2.6%

宿泊,飲食

     , 173 , 3.5%

生活関連     

娯楽, 100 , 2.0%
教育，学習支援業, 

113 , 2.3%

医療福祉, 1,930 , 

39.2%

複合サービス

業, 46 , 0.9%

サービス業

（他に分類されない

もの）, 522 , 10.6%

公務・その他, 

242 , 4.9%

その他の障害者

農林漁業, 205 , 

1.0%

鉱業等, 12 , 0.1%

建設業, 728 , 3.4%

製造業, 2,085 , 

9.7%

電ガ熱水, 42 , 0.2%

情報通信, 284 , 

1.3%

運輸郵便, 

1,269 , 5.9%

卸売小売, 1,559 , 

7.3% 金融，保険, 

325 , 1.5%

不動産

物品賃貸, 285 , 

1.3%

学術研究

専門・技術サービ

ス, 430 , 2.0%

宿泊,飲食

     , 864 , 4.0%生活関連     

娯楽, 452 , 2.1%教育，学習支援業, 804 , 3.7%

医療福祉, 7,206 , 33.6%

複合サービス業, 

145 , 0.7%

サービス業

（他に分類されな

いもの）, 2,769 , 

12.9% 公務・その他, 

1,999 , 9.3%

身体障害者
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専用求人数（人） 対前年度（％）
令和元年度 252,191 -

２年度 194,741 △ 22.8

３年度 213,410 9.6

４年度 240,478 12.7

５年度 263,217 9.5

６年度 268,110 1.9

７年度 272,931 1.8

※障害者専用求人数については、令和元年度より集計している。

(３）障害者専用求人数の状況

①農，林，漁業 ②鉱業，採石業，砂利採取業 ③建設業 ④製造業

⑤電気・ガス・熱供給・水道業 ⑥情報通信業 ⑦運輸業，郵便業 ⑧卸売業，小売業

⑨金融業，保険業 ⑩不動産業，物品賃貸業 ⑪学術研究，専門・技術サービス業

⑫宿泊業，飲食サービス業 ⑬生活関連サービス業，娯楽業 ⑭教育，学習支援業

⑮医療，福祉 ⑯複合サービス事業 ⑰サービス業（他に分類されないもの） ⑱公務・その他

1,136
37

4,583

23,522

355

7,837
10,006

28,873

6,032 3,609 6,132

13,888 6,600
5,483

113,567

1,184

30,409

9,678

1,155 20 3,770 

22,962 

296 

8,286 9,651 

28,959 

6,350 3,320 
6,335 

14,510 
6,919 5,114 

111,947 

1,248 

28,023 

9,245 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

産業別障害者専用求人数

令和７年度 令和６年度

（人）

-1.6%

85.0%

21.6%

2.4%

19.9%

-5.4%

3.7%

-0.3%
-5.0%

8.7%

-3.2% -4.3% -4.6%

7.2%

1.4%

-5.1%

8.5%
4.7%

-4.6%

76.2%

26.7%

9.9%

36.5%

5.4% 6.9%

-12.1%

0.1%

20.2%

0.3%

9.9%

20.8%

37.0%

-0.9%

19.6%

14.8%

25.1%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

産業別障害者専用求人数の対前年度・対前々年度比

対前年度比 対前々年度比
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４．職業別の就職状況

(参考)ハローワーク全体における職業別の就職状況(障害者を含む全体)

(2) 障害種別の状況

※ 数値は職業別構成比(％)。

※ 数値は就職件数及び職業別構成比(％)。詳細は参考４参照。

※ 数値は就職件数及び職業別構成比(％)。

(1) 概況

障害者計

管理的職業従事

者

0.2%

専門的・技術的

職業従事者

14.2%

事務従事者

22.3%

販売従事者

4.4%

サービス職業従

事者

18.2%

保安職業従事者

2.8%

農林漁業従事者

1.7%

生産工程従事者

11.2%

輸送・機械運転

従事者

6.5%

建設・採掘従事者

2.3%

運搬・清掃・包

装等従事者

16.3%

管理的職業従事者, 20 , 0.1% 専門的・技術的職業

従事者, 1,953 , 9.1%

事務従事者, 6,543 , 
30.5%

販売従事者, 562 , 
2.6%

サービス職業従事者, 
2,960 , 13.8%

保安職業従事者, 
612 , 2.9%

農林漁業従事者, 
378 , 1.8%

生産工程従事者, 
1,716 , 8.0%

輸送・機械運転

従事者, 1,449 , 
6.8%

建設・採掘従事者, 
265 , 1.2%

運搬・清掃・包装等

従事者, 5,005 , 23.3%

身体障害者

管理的職業従事者, 2 , 0.0% 専門的・技術的職業

従事者, 394 , 

1.8%

事務従事者, 

2,501 , 11.3%

販売従事者, 

1,239 , 5.6%

サービス職業従事

者, 3,690 , 16.6%

保安職業従事者, 

168 , 0.8%

農林漁業従事者, 

854 , 3.8%

生産工程従事者, 

3,286 , 14.8%

輸送・機械運転従事

者, 164 , 0.7%

建設・採掘従事者, 

307 , 1.4%

運搬・清掃・包装等

従事者, 9,610 , 

43.3%

知的障害者 管理的職業従事者, 2 , 0.0%

専門的・技術的職業従

事者, 548 , 11.1%

事務従事者, 1,312 , 

26.7%

販売従事者, 220 , 

4.5%

サービス職業従事者, 

741 , 15.1%

保安職業従事者, 

78 , 1.6%

農林漁業従事者, 

116 , 2.4%

生産工程従事者, 

615 , 12.5%
輸送・機械運

転従事者, 

173 , 3.5%

建設・採掘従

事者, 56 , 

1.1%

運搬・清掃・包装等従

事者, 1,059 , 21.5%

その他の障害者

管理的職業従事者, 

65 , 0.1% 専門的・技術的職業

従事者, 8,447 , 

7.3%

事務従事者, 

29,874 , 25.9%

販売従事者, 

4,452 , 3.9%

サービス職業従事者, 

16,628 , 14.4%

保安職業従事者, 

1,592 , 1.4%農林漁業従事者, 

3,017 , 2.6%

生産工程従事者, 

12,381 , 10.7%

輸送・機械運転従事

者, 3,410 , 3.0%

建設・採掘従事者, 

1,321 , 1.1%

運搬・清掃・包装等

従事者, 33,991 , 

29.5%

管理的職業従事者, 41 , 

0.1% 専門的・技術的職業

従事者, 5,552 , 

8.3%

事務従事者, 

19,518 , 29.3%

販売従事者, 

2,431 , 3.7%

サービス職業従事者, 

9,237 , 13.9%

保安職業従事者, 734 , 

1.1%

農林漁業従事者, 

1,669 , 2.5%

生産工程従事者, 

6,764 , 10.2%
輸送・機械運転従事

者, 1,624 , 2.4%

建設・採掘従

事者, 693 , 

1.0%

運搬・清掃・包装等

従事者, 18,317 , 

27.5%

精神障害者
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(△ 1.4)

(   1.9)

(△ 4.4)

(△ 1.4)

(   1.9)

(△ 0.8)

(△ 3.2)
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(△ 1.6)

(△ 2.1)

(△ 2.3)

(△ 1.8)

(   0.2)

(△ 1.4)
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(△ 0.3)
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(△ 0.8)

(△ 2.8)

(   2.9)

(△ 2.3)

(△ 1.3)

(△ 4.4)

(△ 3.3)

(△ 2.6)

(△ 5.9)

(△ 2.5)

(△ 3.7)

(   1.2)

(△ 1.5)

(△ 6.5)

(   5.0)

(   2.6)

(△ 7.7)

(△ 2.2)

(   1.1)

(△ 3.6)

(△ 1.5)

(   2.2)

(△ 0.5)

(△ 3.0)

(△ 1.8)

(△ 3.5)

(△ 1.7)

38.3

48.2

45.6

42.9

52.5

48.1

45.0

47.8

48.2

42.9

33.4

40.1

34.2

33.7

48.4

48.6

45.6

51.9

50.9

44.0

53.0

39.4

38.8

45.5

45.4

40.7

39.9

37.2

41.2

38.8

57.8

51.5

43.3

38.2

45.1

60.6

48.3

45.4

50.5

41.8

48.0

41.1

47.7

47.8

48.4

47.0

48.9

41.4

(△145)

(△ 79)

(   37)

(△ 71)

(△ 45)

(   53)

(   59)

(△ 43)

(   11)

(△ 70)

(  202)

(△ 40)

(  255)

(△  2)

(△ 47)

(△ 55)

(△ 17)

(   21)

(   30)

(△ 45)

(△ 61)

(△ 45)

(△244)

(△122)

(   67)

(  108)

(△131)

(   18)

(△ 66)

(    3)

(   41)

(△ 18)

(△ 51)

(   15)

(   14)

(   50)

(   28)

(△ 56)

(   28)

(   90)

(   46)

(   24)

(△102)

(   42)

(   50)

(△ 73)

(△ 95)

(△  431)

5,009

1,139

1,409

2,079

1,002

1,137

1,967

2,599

2,206

1,704

4,935

4,415

7,765

4,819

2,069

1,099

1,386

1,187

813

2,615

2,195

3,346

6,700

1,701

1,611

2,558

9,071

5,040

1,176

856

926

1,084

1,969

2,334

1,411

848

1,146

1,417

757

5,736

1,200

1,769

2,261

1,467

1,393

2,068

1,784

115,178

都道府県

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

三重

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

計

就職率(％)就職件数(件)

(件)

(％)

５．都道府県別の就職状況

※ 「就職率」は（就職件数）／（新規求職申込件数）

( )は、対前年度差
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（参考１）　障害種別の職業紹介状況(構成比入り)

新規求職申込件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

　　平成27年度 187,198 [100] 63,403 [33.9] 27,057 <42.7> 33,410 [17.8] 4,946 <14.8> 80,579 [43.0] 9,806 [ 5.2]

　28年度 191,853 [100] 60,663 [31.6] 25,773 <42.5> 34,225 [17.8] 4,963 <14.5> 85,926 [44.8] 11,039 [ 5.8]

　　29年度 202,143 [100] 60,533 [29.9] 26,190 <43.3> 35,742 [17.7] 5,027 <14.1> 93,701 [46.4] 12,167 [ 6.0]

　　30年度 211,271 [100] 61,218 [29.0] 26,434 <43.2> 35,830 [17.0] 4,826 <13.5> 101,333 [48.0] 12,890 [ 6.1]

令和元年度 223,223 [100] 62,022 [27.8] 26,104 <42.1> 36,852 [16.5] 4,672 <12.7> 107,493 [48.2] 16,856 [ 7.6]

２年度 211,923 [100] 57,691 [27.2] 20,024 <34.7> 34,300 [16.2] 4,088 <11.9> 95,382 [45.0] 24,550 [11.6]

３年度 223,971 [100] 58,032 [25.9] 19,759 <34.0> 34,651 [15.5] 4,029 <11.6> 108,243 [48.3] 23,045 [10.3]

４年度 233,429 [100] 58,095 [24.9] 19,964 <34.4> 35,609 [15.3] 4,054 <11.4> 123,591 [52.9] 16,134 [ 6.9]

５年度 249,490 [100] 59,202 [23.7] 21,933 <37.0> 37,515 [15.0] 4,267 <11.4> 137,935 [55.3] 14,838 [ 5.9]

６年度 268,107 [100] 60,252 [22.5] 22,177 <36.8> 40,385 [15.1] 5,078 <12.6> 153,223 [57.1] 14,247 [ 5.3]

７年度 278,136 [100] 59,091 [21.2] 21,826 <36.9> 39,307 [14.1] 4,400 <11.2> 165,316 [59.4] 14,422 [ 5.2]

有効求職者数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

　　平成27年度 231,066 [100] 91,939 [39.8] 40,166 <43.7> 41,803 [18.1] 9,834 <23.5> 88,857 [38.5] 8,467 [ 3.7]

　　28年度 240,744 [100] 89,797 [37.3] 39,660 <44.2> 43,343 [18.0] 10,056 <23.2> 97,913 [40.7] 9,691 [ 4.0]

　　29年度 255,612 [100] 90,649 [35.5] 40,476 <44.7> 45,770 [17.9] 10,331 <22.6> 107,991 [42.2] 11,202 [ 4.4]

　　30年度 272,481 [100] 92,824 [34.1] 41,787 <45.0> 46,928 [17.2] 10,236 <21.8> 119,983 [44.0] 12,746 [ 4.7]

令和元年度 300,512 [100] 98,681 [32.8] 43,943 <44.5> 50,210 [16.7] 10,554 <21.0> 132,940 [44.2] 18,681 [ 6.2]

２年度 331,260 [100] 107,189 [32.4] 44,570 <41.6> 52,264 [15.8] 10,544 <20.2> 144,607 [43.7] 27,200 [ 8.2]

３年度 358,539 [100] 113,193 [31.6] 45,145 <39.9> 54,618 [15.2] 10,623 <19.4> 163,056 [45.5] 27,672 [ 7.7]

４年度 382,100 [100] 117,745 [30.8] 45,725 <38.8> 56,736 [14.8] 10,538 <18.6> 191,523 [50.1] 16,096 [ 4.2]

５年度 406,591 [100] 120,925 [29.7] 47,194 <39.0> 58,047 [14.3] 10,579 <18.2> 209,411 [51.5] 18,208 [ 4.5]

６年度 390,799 [100] 108,066 [27.7] 42,168 <39.0> 54,684 [14.0] 9,812 <17.9> 211,942 [54.2] 16,107 [ 4.1]

７年度 379,909 [100] 98,639 [26.0] 38,172 <38.7> 51,867 [13.7] 8,778 <16.9> 213,202 [56.1] 16,201 [ 4.3]

就職件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

平成27年度 90,191 [100] 28,003 [31.0] 11,321 <40.4> 19,958 [22.1] 4,339 <21.7> 38,396 [42.6] 3,834 [ 4.3]

　　28年度 93,229 [100] 26,940 [28.9] 11,017 <40.9> 20,342 [21.8] 4,442 <21.8> 41,367 [44.4] 4,580 [ 4.9]

　　29年度 97,814 [100] 26,756 [27.4] 11,051 <41.3> 20,987 [21.5] 4,330 <20.6> 45,064 [46.1] 5,007 [ 5.1]

　　30年度 102,318 [100] 26,841 [26.2] 11,096 <41.3> 22,234 [21.7] 4,471 <20.1> 48,040 [47.0] 5,203 [ 5.1]

令和元年度 103,163 [100] 25,484 [24.7] 10,556 <41.4> 21,899 [21.2] 3,951 <18.0> 49,612 [48.1] 6,168 [ 6.0]

２年度 89,840 [100] 20,025 [22.3] 7,384 <36.9> 19,801 [22.0] 3,330 <16.8> 40,624 [45.2] 9,390 [10.5]

３年度 96,180 [100] 20,829 [21.7] 7,479 <35.9> 19,957 [20.7] 3,151 <15.8> 45,885 [47.7] 9,509 [ 9.9]

４年度 102,537 [100] 21,914 [21.4] 7,835 <35.8> 20,573 [20.1] 3,210 <15.6> 54,074 [52.7] 5,976 [ 5.8]

５年度 110,756 [100] 22,912 [20.7] 8,482 <37.0> 22,201 [20.0] 3,329 <15.0> 60,598 [54.7] 5,045 [ 4.6]

６年度 115,609 [100] 22,704 [19.6] 8,559 <37.7> 22,449 [19.4] 3,445 <15.3> 65,518 [56.7] 4,938 [ 4.3]

７年度 115,178 [100] 21,463 [18.6] 7,827 <36.5> 22,215 [19.3] 3,303 <14.9> 66,580 [57.8] 4,920 [ 4.3]

就職率

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

平成27年度 48.2 44.2 41.8 59.7 87.7 47.7 39.1

　　28年度 48.6 44.4 42.7 59.4 89.5 48.1 41.5

　　29年度 48.4 44.2 42.2 58.7 86.1 48.1 41.2

　　30年度 48.4 43.8 42.0 62.1 92.6 47.4 40.4

令和元年度 46.2 41.1 40.4 59.4 84.6 46.2 36.6

２年度 42.4 34.7 36.9 57.7 81.5 42.6 38.2

３年度 42.9 35.9 37.9 57.6 78.2 42.4 41.3

４年度 43.9 37.7 39.2 57.8 79.2 43.8 37.0

５年度 44.4 38.7 38.7 59.2 78.0 43.9 34.0

６年度 43.1 37.7 38.6 55.6 67.8 42.8 34.7

７年度 41.4 36.3 35.9 56.5 75.1 40.3 34.1

※　[ ]内は構成比

　 「うち重度」欄の構成比(< >書き)は、当該障害のうちの重度の割合

　　新規求職申込件数及び就職件数は年度内の累計、有効求職者数は年度末時点の数値
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（参考２）　障害種別の職業紹介状況(対前年度比入り)

新規求職申込件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

　　平成27年度 187,198 ( 4.5) 63,403 (△2.9) 27,057 (△1.0) 33,410 ( 3.4) 4,946 (△0.4) 80,579 ( 9.7) 9,806 ( 20.1)

　28年度 191,853 ( 2.5) 60,663 (△4.3) 25,773 (△4.7) 34,225 ( 2.4) 4,963 ( 0.3) 85,926 ( 6.6) 11,039 ( 12.6)

　　29年度 202,143 ( 5.4) 60,533 (△0.2) 26,190 ( 1.6) 35,742 ( 4.4) 5,027 ( 1.3) 93,701 ( 9.0) 12,167 ( 10.2)

　　30年度 211,271 ( 4.5) 61,218 ( 1.1) 26,434 ( 0.9) 35,830 ( 0.2) 4,826 (△4.0) 101,333 ( 8.1) 12,890 ( 5.9)

令和元年度 223,223 ( 5.7) 62,022 ( 1.3) 26,104 (△1.2) 36,852 ( 2.9) 4,672 (△3.2) 107,493 ( 6.1) 16,856 ( 30.8)

２年度 211,923 (△5.1) 57,691 (△7.0) 20,024 (△23.3) 34,300 (△6.9) 4,088 (△12.5) 95,382 (△11.3) 24,550 ( 45.6)

３年度 223,971 ( 5.7) 58,032 ( 0.6) 19,759 (△1.3) 34,651 ( 1.0) 4,029 (△1.4) 108,243 ( 13.5) 23,045 (△6.1)

４年度 233,429 ( 4.2) 58,095 ( 0.1) 19,964 ( 1.0) 35,609 ( 2.8) 4,054 ( 0.6) 123,591 ( 14.2) 16,134 (△30.0)

５年度 249,490 ( 6.9) 59,202 ( 1.9) 21,933 ( 9.9) 37,515 ( 5.4) 4,267 ( 5.3) 137,935 ( 11.6) 14,838 (△8.0)

６年度 268,107 ( 7.5) 60,252 ( 1.8) 22,177 ( 1.1) 40,385 ( 7.7) 5,078 ( 19.0) 153,223 ( 11.1) 14,247 (△4.0)

７年度 278,136 ( 3.7) 59,091 (△1.9) 21,826 (△1.6) 39,307 (△2.7) 4,400 (△13.4) 165,316 ( 7.9) 14,422 ( 1.2)

有効求職者数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

　　平成27年度 231,066 ( 5.6) 91,939 ( 0.4) 40,166 ( 1.6) 41,803 ( 3.1) 9,834 ( 1.3) 88,857 ( 11.4) 8,467 ( 20.3)

　　28年度 240,744 ( 4.2) 89,797 (△2.3) 39,660 (△1.3) 43,343 ( 3.7) 10,056 ( 2.3) 97,913 ( 10.2) 9,691 ( 14.5)

　　29年度 255,612 ( 6.2) 90,649 ( 0.9) 40,476 ( 2.1) 45,770 ( 5.6) 10,331 ( 2.7) 107,991 ( 10.3) 11,202 ( 15.6)

　　30年度 272,481 ( 6.6) 92,824 ( 2.4) 41,787 ( 3.2) 46,928 ( 2.5) 10,236 (△0.9) 119,983 ( 11.1) 12,746 ( 13.8)

令和元年度 300,512 ( 10.3) 98,681 ( 6.3) 43,943 ( 5.2) 50,210 ( 7.0) 10,554 ( 3.1) 132,940 ( 10.8) 18,681 ( 46.6)

２年度 331,260 ( 10.2) 107,189 ( 8.6) 44,570 ( 1.4) 52,264 ( 4.1) 10,544 (△0.1) 144,607 ( 8.8) 27,200 ( 45.6)

３年度 358,539 ( 8.2) 113,193 ( 5.6) 45,145 ( 1.3) 54,618 ( 4.5) 10,623 ( 0.7) 163,056 ( 12.8) 27,672 ( 1.7)

４年度 382,100 ( 6.6) 117,745 ( 4.0) 45,725 ( 1.3) 56,736 ( 3.9) 10,538 (△0.8) 191,523 ( 17.5) 16,096 (△41.8)

５年度 406,591 ( 6.4) 120,925 ( 2.7) 47,194 ( 3.2) 58,047 ( 2.3) 10,579 ( 0.4) 209,411 ( 9.3) 18,208 ( 13.1)

６年度 390,799 (△3.9) 108,066 (△10.6) 42,168 (△10.6) 54,684 (△5.8) 9,812 (△7.3) 211,942 ( 1.2) 16,107 (△11.5)

７年度 379,909 (△2.8) 98,639 (△8.7) 38,172 (△9.5) 51,867 (△5.2) 8,778 (△10.5) 213,202 ( 0.6) 16,201 ( 0.6)

就職件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

平成27年度 90,191 ( 6.6) 28,003 (△0.6) 11,321 ( 1.3) 19,958 ( 6.6) 4,339 ( 2.1) 38,396 ( 11.2) 3,834 ( 21.1)

　　28年度 93,229 ( 3.4) 26,940 (△3.8) 11,017 (△2.7) 20,342 ( 1.9) 4,442 ( 2.4) 41,367 ( 7.7) 4,580 ( 19.5)

　　29年度 97,814 ( 4.9) 26,756 (△0.7) 11,051 ( 0.3) 20,987 ( 3.2) 4,330 (△2.5) 45,064 ( 8.9) 5,007 ( 9.3)

　　30年度 102,318 ( 4.6) 26,841 ( 0.3) 11,096 ( 0.4) 22,234 ( 5.9) 4,471 ( 3.3) 48,040 ( 6.6) 5,203 ( 3.9)

令和元年度 103,163 ( 0.8) 25,484 (△5.1) 10,556 (△4.9) 21,899 (△1.5) 3,951 (△11.6) 49,612 ( 3.3) 6,168 ( 18.5)

２年度 89,840 (△12.9) 20,025 (△21.4) 7,384 (△30.0) 19,801 (△9.6) 3,330 (△15.7) 40,624 (△18.1) 9,390 ( 52.2)

３年度 96,180 ( 7.1) 20,829 ( 4.0) 7,479 ( 1.3) 19,957 ( 0.8) 3,151 (△5.4) 45,885 ( 13.0) 9,509 ( 1.3)

４年度 102,537 ( 6.6) 21,914 ( 5.2) 7,835 ( 4.8) 20,573 ( 3.1) 3,210 ( 1.9) 54,074 ( 17.8) 5,976 (△37.2)

５年度 110,756 ( 8.0) 22,912 ( 4.6) 8,482 ( 8.3) 22,201 ( 7.9) 3,329 ( 3.7) 60,598 ( 12.1) 5,045 (△15.6)

６年度 115,609 ( 4.4) 22,704 (△0.9) 8,559 ( 0.9) 22,449 ( 1.1) 3,445 ( 3.5) 65,518 ( 8.1) 4,938 (△2.1)

７年度 115,178 (△0.4) 21,463 (△5.5) 7,827 (△8.6) 22,215 (△1.0) 3,303 (△4.1) 66,580 ( 1.6) 4,920 (△0.4)

就職率

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

うち重度 うち重度

平成27年度 48.2 ( 1.0) 44.2 ( 1.0) 41.8 ( 0.9) 59.7 ( 1.8) 87.7 ( 2.2) 47.7 ( 0.7) 39.1 ( 0.3)

　　28年度 48.6 ( 0.4) 44.4 ( 0.2) 42.7 ( 0.9) 59.4 (△0.3) 89.5 ( 1.8) 48.1 ( 0.4) 41.5 ( 2.4)

　　29年度 48.4 (△0.2) 44.2 (△0.2) 42.2 (△0.5) 58.7 (△0.7) 86.1 (△3.4) 48.1 ( 0.0) 41.2 (△0.3)

　　30年度 48.4 ( 0.0) 43.8 (△0.4) 42.0 (△0.2) 62.1 ( 3.4) 92.6 ( 6.5) 47.4 (△0.7) 40.4 (△0.8)

令和元年度 46.2 (△2.2) 41.1 (△2.7) 40.4 (△1.6) 59.4 (△2.7) 84.6 (△8.0) 46.2 (△1.2) 36.6 (△3.8)

２年度 42.4 (△3.8) 34.7 (△6.4) 36.9 (△3.5) 57.7 (△1.7) 81.5 (△3.1) 42.6 (△3.6) 38.2 ( 1.6)

３年度 42.9 ( 0.5) 35.9 ( 1.2) 37.9 ( 1.0) 57.6 (△0.1) 78.2 (△3.3) 42.4 (△0.2) 41.3 ( 3.1)

４年度 43.9 ( 1.0) 37.7 ( 1.8) 39.2 ( 1.3) 57.8 ( 0.2) 79.2 ( 1.0) 43.8 ( 1.4) 37.0 (△4.3)

５年度 44.4 ( 0.5) 38.7 ( 1.0) 38.7 (△0.5) 59.2 ( 1.4) 78.0 (△1.2) 43.9 ( 0.1) 34.0 (△3.0)

６年度 43.1 (△1.3) 37.7 (△1.0) 38.6 (△0.1) 55.6 (△3.6) 67.8 (△10.2) 42.8 (△1.1) 34.7 ( 0.7)

７年度 41.4 (△1.7) 36.3 (△1.4) 35.9 (△2.7) 56.5 ( 0.9) 75.1 ( 7.3) 40.3 (△2.5) 34.1 (△0.6)

※　( )内は対前年度比(差)

　　新規求職申込件数及び就職件数は年度内の累計、有効求職者数は年度末時点の数値
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（参考３）　産業別の就職件数

(件、％)

産業 障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

構成比 構成比 重度 構成比 構成比 重度 構成比 構成比 構成比

合計 115,178 100 21,463 100 7,827 100 22,215 100 3,303 100 66,580 100 4,920 100

農林漁業 1,151 1.0 205   1.0 70    0.9 228   1.0 32     1.0 661      1.0 57    1.2

鉱業,採石業,砂利採取業 34 0.0 12    0.1 5     0.1 6     0.0 1      0.0 14       0.0 2     0.0

建設業 3,200 2.8 728   3.4 224   2.9 504   2.3 45     1.4 1,826    2.7 142   2.9

製造業 13,375 11.6 2,085 9.7 760   9.7 3,500 15.8 483    14.6 7,156    10.7 634   12.9

電気・ガス・熱供給・水道
業 152 0.1 42    0.2 13    0.2 8     0.0 1      0.0 98       0.1 4     0.1

情報通信業 1,927 1.7 284   1.3 135   1.7 230   1.0 34     1.0 1,349    2.0 64    1.3

運輸業,郵便業 5,116 4.4 1,269 5.9 420   5.4 1,066 4.8 149    4.5 2,593    3.9 188   3.8

卸売業,小売業 11,135 9.7 1,559 7.3 549   7.0 2,890 13.0 379    11.5 6,206    9.3 480   9.8

金融業,保険業 1,306 1.1 325   1.5 135   1.7 130   0.6 19     0.6 826      1.2 25    0.5

不動産業,物品賃貸業 1,305 1.1 285   1.3 97    1.2 147   0.7 21     0.6 802      1.2 71    1.4

学術研究,専門･技術サー
ビス業 2,546 2.2 430   2.0 164   2.1 312   1.4 52     1.6 1,677    2.5 127   2.6

宿泊業,飲食サービス業 4,660 4.0 864   4.0 279   3.6 1,253 5.6 166    5.0 2,370    3.6 173   3.5

生活関連サービス業,娯楽
業 2,281 2.0 452   2.1 156   2.0 449   2.0 88     2.7 1,280    1.9 100   2.0

教育,学習支援業 3,011 2.6 804   3.7 272   3.5 375   1.7 73     2.2 1,719    2.6 113   2.3

医療,福祉 44,683 38.8 7,206 33.6 2,894 37.0 7,980 35.9 1,279  38.7 27,567   41.4 1,930 39.2

複合サービス事業 942 0.8 145   0.7 43    0.5 229   1.0 32     1.0 522      0.8 46    0.9

サービス業
（他に分類されないもの）

12,633 11.0 2,769 12.9 936   12.0 2,596 11.7 420    12.7 6,746    10.1 522   10.6

公務・その他 5,721 5.0 1,999 9.3 675   8.6 312   1.4 29     0.9 3,168    4.8 242   4.9

対前年度比 (％)

産業 障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

産業計

農林漁業

鉱業,採石業,砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道
業

情報通信業

運輸業,郵便業

卸売業,小売業

金融業,保険業

不動産業,物品賃貸業

学術研究,専門･技術サー
ビス業

宿泊業,飲食サービス業

生活関連サービス業,娯楽
業

教育,学習支援業

医療,福祉

複合サービス事業

サービス業
（他に分類されないもの）

公務・その他 △ 5.1△ 1.2 △ 2.7 △12.2 △17.5 △29.3 2.1

17.9

4.1 △ 1.0 △ 8.1 9.0 9.1 3.3 22.2

0.4 △24.1 △34.8 7.5 23.1 5.5

16.5

△ 2.2 △ 5.5 △ 7.2 △ 6.7 △ 8.2 0.7 △ 8.6

5.6 0.4 △ 7.5 12.3 19.7 6.2

1.2

1.8 3.2 11.4 △11.8 △ 7.4 5.8 20.5

△ 5.1 △14.9 △20.5 △ 1.7 △ 7.8 △ 3.3

16.4

△ 1.7 △ 5.5 △ 5.7 △ 1.9 △ 1.9 △ 0.8 1.6

3.9 △ 6.6 △11.0 △21.8 △30.0 14.2

△ 3.4

△ 4.2 △ 7.7 8.0 0.8 5.6 △ 3.1 △16.7

△ 3.9 △11.6 △11.7 △ 1.2 △13.1 △ 3.1

28.0

11.8 △ 0.8 3.7 18.6 12.0 16.6 8.0

△ 6.4 △16.7 △23.7 9.0 △ 5.6 △ 7.4

3.4

9.4 5.0 △31.6 △27.3 △66.7 11.4 -

△ 0.3 △10.3 △13.1 2.4 2.8 1.3

9.6 26.5 59.1 △ 1.3 △11.1 10.0 1.8

100.0

6.6 △ 2.5 △ 9.3 6.3 △ 8.2 11.8 △ 4.1

△12.8 △20.0 0.0 50.0 - △26.3

重度 重度

△ 0.4 △ 5.5 △ 8.6 △ 1.0 △ 4.1 1.6 △ 0.4
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（参考４）　職業別の就職件数

(件、％)

職業 障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

構成比 構成比 重度 構成比 構成比 重度 構成比 構成比 構成比

合計 115,178 100 21,463 100 7,827 100 22,215 100 3,303 100 66,580 100 4,920 100

管理的職業従事者 65 0.1 20    0.1 8      0.1 2     0.0 0     0.0 41     0.1 2     0.0

専門的・技術的職業従事者 8,447 7.3 1,953 9.1 861    11.0 394   1.8 30    0.9 5,552  8.3 548   11.1

事務従事者 29,874 25.9 6,543 30.5 2,559  32.7 2,501 11.3 293   8.9 19,518 29.3 1,312 26.7

販売従事者 4,452 3.9 562   2.6 208    2.7 1,239 5.6 161   4.9 2,431  3.7 220   4.5

サービス職業従事者 16,628 14.4 2,960 13.8 937    12.0 3,690 16.6 543   16.4 9,237  13.9 741   15.1

保安職業従事者 1,592 1.4 612   2.9 164    2.1 168   0.8 13    0.4 734    1.1 78    1.6

農林漁業従事者 3,017 2.6 378   1.8 135    1.7 854   3.8 170   5.1 1,669  2.5 116   2.4

生産工程従事者 12,381 10.7 1,716 8.0 631    8.1 3,286 14.8 410   12.4 6,764  10.2 615   12.5

輸送・機械運転従事者 3,410 3.0 1,449 6.8 420    5.4 164   0.7 14    0.4 1,624  2.4 173   3.5

建設・採掘従事者 1,321 1.1 265   1.2 74     0.9 307   1.4 24    0.7 693    1.0 56    1.1

運搬・清掃・包装等従事者 33,991 29.5 5,005 23.3 1,830  23.4 9,610 43.3 1,645 49.8 18,317 27.5 1,059 21.5

分類不能の職業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

対前年度比 (％)

職業 障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他の障害者

重度 重度

職業計

管理的職業従事者

専門的・技術的職業従事者

事務従事者

販売従事者

サービス職業従事者

保安職業従事者

農林漁業従事者

生産工程従事者

輸送・機械運転従事者

建設・採掘従事者

運搬・清掃・包装等従事者

分類不能の職業 -- - - - - -

12.0

△ 3.7 △ 6.8 △ 7.7 △ 3.2 △ 6.3 △ 3.0 △ 5.2

5.4 △ 6.4 △ 8.6 10.0 9.1 8.1

△ 4.7

2.4 △ 8.1 △11.8 △ 1.8 △ 6.7 14.8 0.6

△ 4.2 △12.1 △13.4 0.8 △ 9.3 △ 4.2

5.4

△ 0.7 0.3 17.4 △ 1.2 11.8 △ 0.7 △ 1.7

2.2 △ 5.1 △16.3 1.8 8.3 9.1

11.1

1.0 △ 5.1 △11.9 △ 1.6 4.2 4.3 △ 0.4

0.7 △15.1 △17.1 4.1 12.6 2.6

1.7

1.6 △ 2.0 △ 7.0 △ 1.1 △11.7 3.2 2.7

7.3 △ 3.2 △ 4.3 23.9 △26.8 11.1

△ 0.4

3.2 △31.0 △33.3 △33.3 - 46.4 △33.3

△ 0.4 △ 5.5 △ 8.6 △ 1.0 △ 4.1 1.6
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対前年度比 対前年度比 対前年度比 対前年度差

4,198 △ 2.6 7,411 △ 11.4 1,545 1.4 36.8 1.4

うち重度 2,145 △ 6.0 4,049 △ 12.7 810 △ 1.8 37.8 1.6

7,576 △ 1.4 11,145 △ 8.3 3,040 △ 7.4 40.1 △ 2.6

うち重度 3,478 △ 1.2 5,047 △ 9.6 1,430 △ 8.9 41.1 △ 3.5

27,539 △ 4.3 47,585 △ 9.6 10,332 △ 6.9 37.5 △ 1.1

うち重度 6,314 △ 4.5 12,065 △ 9.6 2,195 △ 14.0 34.8 △ 3.8

10,765 △ 2.3 18,175 △ 8.0 4,182 △ 4.9 38.8 △ 1.1

うち重度 3,551 △ 2.6 6,622 △ 8.4 1,243 △ 13.8 35.0 △ 4.6

13,795 △ 5.7 23,940 △ 10.7 5,092 △ 8.6 36.9 △ 1.2

うち重度 1,880 △ 7.2 3,648 △ 11.1 645 △ 14.1 34.3 △ 2.8

2,577 △ 3.6 4,700 △ 8.4 906 △ 5.9 35.2 △ 0.8

うち重度 682 △ 1.7 1,366 △ 9.7 230 △ 14.5 33.7 △ 5.1

402 △ 12.0 770 △ 16.2 152 △ 6.2 37.8 2.4

うち重度 201 △ 18.6 429 △ 15.4 77 △ 14.4 38.3 1.9

18,678 1.4 31,049 △ 7.6 6,203 △ 4.5 33.2 △ 2.1

うち重度 9,795 1.2 16,867 △ 8.7 3,368 △ 6.2 34.4 △ 2.7

その他の身体障害 1,100 3.5 1,449 10.2 343 12.5 31.2 2.5

うち重度 94 16.0 144 15.2 24 4.3 25.5 △ 2.9

59,091 △ 1.9 98,639 △ 8.7 21,463 △ 5.5 36.3 △ 1.4

うち重度 21,826 △ 1.6 38,172 △ 9.5 7,827 △ 8.6 35.9 △ 2.7

対前年度比

-

16.1

16.6

15.8

1.8

△ 6.8

　※　就労継続支援A型事業所への就職件数は、令和２年１月のハローワークシステム刷新に伴い、令和２年度分から集計方法を変更している。

４年度 25,122

５年度 29,081

就労継続支援A型事業所
への就職件数

（参考６）　就労継続支援Ａ型事業所への就職件数

６年度 29,613

３年度 21,554

令和２年度 18,569

脳病変

内部障害

上　肢

下　肢

聴覚・言語障害

視覚障害

７年度 27,590

（参考５）　身体障害者の部位別職業紹介状況　

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③/①）

肢体不自由

体　幹

身体障害者計
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１．解雇者数の推移

平成27年度 395 330

平成28年度 428 319

平成29年度 735 823

平成30年度 607 591

令和元年度 636 594

令和２年度 641 599

令和３年度 468 470

令和４年度 562 544

令和５年度 733 936

令和６年度 3,069 4,244

令和７年度 1,222 1,402

２．理由別解雇者数

理由

月 対前年同期比

令和７年４月 189 (623) 142 (361) 16 (29) 347 (1,013) △ 65.7

令和７年５月 87 (652) 95 (565) 25 (134) 207 (1,351) △ 84.7

令和７年６月 348 (559) 79 (318) 9 (15) 436 (892) △ 51.1

令和７年７月 77 (481) 102 (333) 14 (13) 193 (827) △ 76.7

令和７年８月 128 (595) 79 (279) 9 (11) 216 (885) △ 75.6

令和７年９月 195 (632) 96 (207) 10 (4) 301 (843) △ 64.3

令和７年10月 209 (486) 69 (232) 17 (11) 295 (729) △ 59.5

令和７年11月 125 (385) 139 (239) 49 (12) 313 (636) △ 50.8

令和７年12月 122 (367) 80 (160) 12 (9) 214 (536) △ 60.1

令和８年１月 202 (178) 116 (53) 7 (6) 325 (237) 37.1

令和８年２月 165 (432) 158 (243) 32 (4) 355 (679) △ 47.7

令和８年３月 311 (473) 121 (205) 58 (6) 490 (684) △ 28.4

年度計 2,158 (5,863) 1,276 (3,195) 258 (254) 3,692 (9,312) △ 60.4

※ （　）内は前年同月値

3,692 1,700 1,992 1,068

事業廃止 事業縮小 その他 計

2,074 871 1,203 844

2,191 1,213 978   951

2,272 1,166 1,106 714

1,980 815 1,165 782

1,448 688 760 723

1,335 757 578 588

(参考７）障害者の解雇者数

年　度

解雇者数 障害種別

年　度　計 身体障害者 知的障害者 精神障害者
上半期 下半期

1,9993,5015,8119,312

  7381,6008072,407

  4997558501,605

  7186809761,656
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令和７年度 令和６年度

合計 3,692 9,312

北海道 160 656
青森 161 253
岩手 116 97
宮城 81 140
秋田 38 123
山形 228 69
福島 46 38
茨城 30 77
栃木 103 262
群馬 53 40
埼玉 21 56
千葉 41 99
東京 292 350
神奈川 86 158
新潟 49 151
富山 13 200
石川 12 62
福井 39 144
山梨 20 22
長野 21 139
岐阜 117 418
静岡 44 397
愛知 210 1,113
三重 61 430
滋賀 73 27
京都 61 181
大阪 229 841
兵庫 127 354
奈良 55 43
和歌山 18 25
鳥取 54 20
島根 16 55
岡山 125 557
広島 80 114
山口 38 21
徳島 61 136
香川 51 39
愛媛 88 102
高知 12 9
福岡 241 460
佐賀 10 72
長崎 78 42
熊本 44 188
大分 37 34
宮崎 35 64
鹿児島 37 161
沖縄 80 273

※　解雇届については事業所を管轄する労働局ごとに計上しており、
　　障害者の居住地により計上したものではない。

３．都道府県別　解雇届の受理状況（解雇者数）
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報道関係者 各位 
 

 

 

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る 

相談等実績（令和７年度）」を公表します 

～ 相談件数が前年度より増加 ～ 

 
厚生労働省は、このたび、都道府県労働局や公共職業安定所（ハローワーク）におけ

る「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績（令

和７年度）」を取りまとめたので、公表します。 

ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は 631 件

で、前年度に比べて 44.1％増加しました。 

また、都道府県労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は２件と前年度の２件と

同数、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 15 件と前年度の 11 件から増加し

ました（詳細は「集計結果の主なポイント」を参照）。 
 
厚生労働省では、雇用分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る

制度※の施行状況を踏まえ、制度の更なる周知に努めます。同時に、公共職業安定所など

に寄せられる相談への適切な対応と紛争解決のための業務の的確な実施に取り組んでい

きます。 
 

【集計結果の主なポイント】 

［資料１ 図表１］ 

・ 公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は 631件 

（対前年度比 44.1％増）。 

（うち障害者差別に関する相談は 122件、合理的配慮の提供に関する相談は 509件） 

［資料１ 図表６・図表７］ 

・ 公共職業安定所が行った事業主への助言件数は４件*。 

指導件数は０件、都道府県労働局長が行った勧告件数は、前年度に引き続き０件。 

 （* 法違反に係る助言件数を計上） 

［資料１ 図表８］ 

・ 都道府県労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は２件（前年度２件）。 

［資料１ 図表９］ 

・ 障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 15件（前年度 11件）。 
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※［資料２～４］雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度 

について 
 

障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）では、全ての事業主に対して、

障害者であることを理由とした障害者でない者との不当な差別的取扱いの禁止（法第 34 条及

び第 35条）、障害者に対する合理的配慮の提供義務（法第 36条の２から第 36条の４まで）、

障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務（法第 74条の４）を規定している。 

事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導又は勧告（法

第 36条の６）により是正を図っている。 

なお、障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者

の申立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導又は勧告(法第 74 条の６）、又は

②障害者雇用調停会議による調停（法第 74条の７及び第 74条の８）により、紛争の早期解決

を支援している。 

 

【添付資料】 

資料１ 令和７年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況  

     ～雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績～  

資料２ 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務 

資料３ 障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続 

資料４ 【関係条文抜粋】障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 
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（資料１） 

令和７年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況 

～雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務 

に係る相談等実績～ 

 

 

１ 公共職業安定所等で取り扱った相談、助言・指導・勧告の状況 

（１）公共職業安定所への相談 

◆ 令和７年度に公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮の提

供に関する相談は、631件（図表１）。 

  ○ 令和７年度に、障害者や事業主等から公共職業安定所に寄せられた相談

のうち、障害者差別に関する相談は 122件、合理的配慮の提供に関する相

談は 509件であった（図表１）。 

○ 相談者の内訳は、障害者からの相談が 573件、事業主からの相談が 44件、

その他（家族等）が 14件であった（図表２）。 

○ 障害者差別に関する相談内容として、「募集・採用時」が最も多く、次い

で「退職の勧奨」「解雇」に関するもの、合理的配慮の提供に関する相談内

容として、「上司・同僚の障害理解に関するもの」「相談体制の整備、コミ

ュニケーションに関するもの」「就業場所・職場環境に関するもの」が多か

った（図表３、４）。 

○ 相談後の状況は、「相談のみで終了」「HWにおいて確認後、助言等を実施

（法違反は確認されず）」が多かった。（図表５） 

 

図表１ 内容別相談件数の推移（過去５か年度） 

 

図表２ 相談者別相談件数の推移（過去５か年度） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

障害者差別 55 37 31 98 122 

合理的配慮の提供 189 188 214 340 509 

合計 244 225 245 438 631 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

障害者 227 213 226 391 573 

事業主 8 6 6 32 44 

その他（家族等） 9 6 13 15 14 

合計 244 225 245 438 631 
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（資料１） 

図表３ 障害者差別に関する相談内容 

 

 

 

図表４ 合理的配慮の提供に関する相談内容 

 

ア 募集・採用時

16.7%(28.2%)

イ 賃金

10.9%(8.7%)

ウ 配置

10.9%(14.6%)

エ 昇進 2.2%(1.9%)

オ 降格 2.2%(1.9%)

カ 教育訓練 3.6%(3.9%)キ 福利厚生 3.6%(1.9%)

ク 職種の変更 4.3%(1.9%)

ケ 雇用形態の変更

5.8%(8.7%)

コ 退職の勧奨

15.2%(5.8%)

サ 定年

0.0%(0.0%)

シ 解雇 13.0%(14.6%)

ス 労働契約の更新 11.6%(7.8%)

ア 上司・同僚の障害理解に

関するもの

27.3%(27.4%)

イ 作業負担や移動負担

に関するもの 4.8%(6.0%)

ウ 相談体制の整備、コミュニケーショ

ンに関するもの 16.0%(15.7%)
エ 業務指示・作業手順に関

するもの 9.4%(10.2%)

オ 業務内容・業務量に

関するもの 12.7%(13.2%)

カ 出退勤時間・休憩・休暇に

関するもの 7.3%(9.4%)

キ 就業場所・職場環境に

関するもの

14.1%(10.2%)

ク 教育訓練、キャリア形成

に関するもの 0.6%(2.1%)

ケ （中途で障害者となった場合等において）業務の選定、再構築に関するもの 1.9%(1.1%)

コ その他 5.9%(1.2%)

（注） ・該当する内容ごとに複数計上している場合もあるため、障害者差別に関する相談件数の計（122 件）とは一致しない。 

・カッコ内は前年度実績。 

（注） ・該当する内容ごとに複数計上している場合もあるため、合理的配慮の提供に関する相談件数の計（509件）とは一致しない。 

・カッコ内は前年度実績。 
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（資料１） 

 

図表５ 相談後の状況   

 

 

 

 

 

 

  

ア HWにおいて確認後、助言等

を実施（法違反は確認されず）

42.9%(47.9%)

イ HWにおいて確認後、助言等

を実施(法違反を確認）

0.6%(3.2%)

ウ 法74条の6に基づく紛争解決の

援助へ移行 0.0%(0.2%)

エ 法74条の７に基づく調停へ移行 1.3%(0.9%)
オ 個別労働紛争解決制度へ移行 0.0%(0.0%)

カ 民事訴訟へ移行 0.0%(0.0%)

キ 他の労働局へ移管 0.8%(1.4%)

ク その他 4.4%(2.7%)

ケ 相談のみで終了

49.0%(43.4%)

コ 不明 1.0%(0.2%)

（注） ・令和７年３月 31 日時点の状況。 

・カッコ内は前年度実績。 

・「ケ 相談のみで終了」には継続中の相談を含む。 

の実績を記載（*1）。また「キ 就業場所・職場環境に関するもの」は令和４年度からの新規項目（*2）。 
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（資料１） 

（２）公共職業安定所等が行った助言・指導・勧告※1（障害者雇用促進法 

第 36条の 6） 

◆ 公共職業安定所が行った助言件数は４件※2（図表６）、指導件数は０件 

（図表７）。都道府県労働局職業安定部が行った勧告件数は０件※3。 

※１： 厚生労働大臣は、法第 34 条及び第 35 条（障害者に対する差別の禁止）並びに第 36 条の２

から第 36 条の４まで（障害者に対する合理的配慮の提供義務）の規定の施行に関し、必要と

認めるときは、助言・指導・勧告をすることができる。 

助言は、公共職業安定所が法違反等について口頭により行う。 

指導は、助言を行った事案のうち法違反に係る場合で、是正の意思が確認できないものに

ついて、公共職業安定所長名の指導書交付により行う。 

勧告は、指導によっても法違反が是正されない事案について、労働局長名の勧告書交付に

より行う。 

   ※２： 令和３年度実績より、法違反に係る助言件数を計上。また、障害者虐待に係る事案を端緒

に法違反を確認し、助言に至ったものも含まれる。 

※３：  令和３年度～令和７年度の勧告件数は０件。 

 

○ 公共職業安定所が行った助言件数の内訳は、障害者差別に関する助言が

２件、合理的配慮の提供に関する助言が２件であった（図表６）。 

 

図表６ 内容別助言件数の推移（過去５か年度） 

 

 

図表７ 内容別指導件数の推移（過去５か年度） 

 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

 

令和 6 年度 令和 7 年度 

 

障害者差別 3 0 4 2 2 

合理的配慮の提供 6 1 14 11 2 

合計 9 1 18 13 4 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

 

令和 6 年度 令和 7 年度 

 

障害者差別 0 0 0 0 0 

合理的配慮の提供 0 0 2 1 0 

合計 0 0 2 1 0 
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（資料１） 

 

２ 都道府県労働局職業安定部で取り扱った紛争解決の援助 

（１）労働局長による紛争解決の援助（障害者雇用促進法第 74条の 6）   

◆ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数２件（図表８）。   

○ 障害者差別に関する援助申立受理件数が２件、合理的配慮の提供に関す

る援助申立受理件数が０件であった（図表８）。 

 

図表８ 内容別紛争解決援助申立受理件数の推移（過去５か年度） 

 

 

（２）障害者雇用調停会議による調停（障害者雇用促進法第 74条の 7及び 

第 74条の 8） 

◆ 障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 15件。（図表９） 

○ 障害者差別に関する調停申請受理件数が 10件、合理的配慮の提供に関

する調停申請受理件数が５件であった(図表９)。 

○ 調停の実施結果をみると、令和７年度中に申請を受理し、調停を開始し

た 12件のうち４件については、関係当事者双方が調停案を受諾した。 

 

図表９ 調停申請受理件数の推移（過去５か年度） 

 

 

 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

障害者差別 1 0 1 0 2 

合理的配慮の提供 1 1 9 2 0 

合計 2 1 10 2 2 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

障害者差別 4 0 2 5 10 

合理的配慮の提供 6 9 7 6 5 

合計 10 9 9 11 15 



雇用の分野における障害者の差別禁止
及び合理的配慮の提供義務 
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（資料２）



◎ 障害者に対する差別禁止※1、合理的配慮の提供義務※2 を規定 【施行期日 平成28年4月1日】 

◎ 必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施。

【差別の主な具体例】

【合理的配慮の主な具体例】

募集・採用の機会
○ 身体障害（車いすの利用、人工呼吸器等の使用の否定を含む）、知的障害、精神障害があること

  を理由として、募集・採用を拒否すること など

賃金の決定、教育訓練の実
施、福利厚生施設の利用な
ど

障害者であることを理由として、以下のような不当な差別的取扱いを行うこと
○ 賃金を引き下げること、低い賃金を設定すること、昇給をさせないこと
○ 研修、現場実習をうけさせないこと
○ 食堂や休憩室の利用を認めないこと など

募集・採用の配慮
○ 問題用紙を点訳・音訳すること・試験などで拡大読書器を利用できるようにすること・試験の回答

 時間を延長すること・回答方法を工夫すること など

施設の整備、援助を行う者
の配置など

○ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
○ 文字だけでなく口頭での説明を行うこと・口頭だけでなくわかりやすい文書・絵図を用いて説明

 すること・筆談ができるようにすること
○ 手話通訳者・要約筆記者を配置・派遣すること、雇用主との間で調整する相談員を置くこと
○ 通勤時のラッシュを避けるため勤務時間を変更すること など

※１ 不当な差別的取扱いを禁止。このため、職業能力等を適正に評価した結果といった合理的な理由による異なる取扱いが
禁止されるものではない。

※２ 事業主に対して過重な負担を及ぼすときは提供義務を負わない。

障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務について
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（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。 

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 障害者であることを理由とする差別（直接差別）を禁止。
（車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む）

○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。

（２）差別の禁止

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを理由に障害者を排除する
ことや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが、差別に該当するとして整理。

例：募集・採用 イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。

○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。
・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など

障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針（概要）

障害者差別禁止指針（平成27年３月25日厚生労働大臣告示）
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・ 単に障害者だからという理由で、障害者を募集の対象としないこと。
・ 単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ特定の資格を有することを応募要件とすること。
・ 採用基準を満たす者が複数名存在した場合に、その労働能力等に基づくことなく、障害者でない者から順番に採用すること。

（参考）差別に該当すると考えられる例

１ 募集及び採用

２ 賃金

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ賞与を支給しないこと。
・ 昇給に当たって、障害者に対してのみ試験を課すこと。

３ 配置

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、特定の仕事を割り当てること。
（合理的配慮として、障害者本人の障害特性や労働能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。）

・ 営業職への配置に当たって、障害者に対してのみ資格取得を条件とすること。
・ 営業職への配置の基準を満たす労働者が障害者を含めて複数いる場合に、障害者でない者から順番に営業職に配置すること。

４ 昇進

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を昇進の対象としないこと。
・ 障害者に対してのみ上司の推薦を昇進の要件とすること。
・ 昇進基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者でない者
を優先して昇進の対象とすること。

５ 降格

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ降格の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを降格の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を降格の対象とすること。
・ 降格基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して降
格の対象とすること。
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（参考）差別に該当すると考えられる例

６ 教育訓練

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、障害者でない者は教育訓練の対象としているが、障害者は教育訓練
の対象としないこと。

・ 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、労働能力等に基づくことなく、障害者については、障害者でない者と
比較して長い勤続年数を教育訓練の受講要件とすること。

７ 福利厚生

・ 企業が福利厚生の措置を行っている場合に、単に障害者だからという理由で、当該福利厚生の措置の対象としないこと。
・ 私的保険制度の補助、奨学金の支給等の福利厚生の措置を行っている場合に、障害者に対してのみ、特別な条件を付すこと。
・ 障害者と障害者でない者が等しく要件を満たしているにも関わらず、障害者でない者を優先して住宅資金の貸付等の福利厚生の措置の
対象とすること。

８ 職種の変更

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを総合職から一般職に変更させること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、一般職から総合職への変更の対象から排除すること。
・ 一般職から総合職への職種の変更に当たって、障害者に対してのみ長期の勤続年数の要件を付すこと。

９ 雇用形態の変更

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、フルタイムからパートタイムに変更させること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者だけを、パートタイムからフルタイムへの変更の対象から排除する

こと。
・ パートタイムからフルタイムへの変更の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先してその対象とすること。

１０ 退職の勧奨

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者のみを退職の勧奨の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを退職の勧奨の対象とするが、障害者については平均以下の者を退職の勧奨の対象

とすること。
・ 退職の勧奨の対象となる基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由

で、障害者を優先して退職の勧奨の対象とすること。
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（参考）差別に該当すると考えられる例

１１ 定年

・ 障害者でない者には定年を定めない一方で、障害者のみ定年を60歳と定めること。
・ 障害者でない者の定年は65歳とする一方で、障害者の定年は60歳とすること。

１２ 解雇

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、解雇の対象とすること。
・ 障害者でない者については成績が最低の者のみを解雇の対象とするが、障害者については成績が平均以下の者を解雇の対象とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して解雇の対象とすること。

１３ 労働契約の更新

・ 労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ、労働契約を更新しないこと。
・ 労働契約の更新の際、障害者に対してのみ、一定以上の成績を上げていることを条件とすること。
・ 労働能力等に基づくことなく、障害者でない者を優先して労働契約更新の対象とすること。
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（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 対象となる障害者の範囲 ： 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、
長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者。 

⇒ 障害者手帳所持者に限定されない。

○ 合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

（２）合理的配慮の内容

  ○ 合理的配慮の事例として、多くの事業主が対応できると考えられる措置の例を「別表」として記載。

（別表の記載例）

【募集及び採用時】
・ 募集内容について、音声等で提供すること。（視覚障害）
・ 面接を筆談等により行うこと。（聴覚・言語障害） など

【採用後】
・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。（肢体不自由）
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。（知的障害）
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。（精神障害ほか） など

雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者
の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針
（概要）

合理的配慮指針（平成27年３月25日厚生労働大臣告示）
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（４）過重な負担

○ 合理的配慮の提供の義務は、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合を除く。
事業主は、過重な負担に当たるか否かについて、次の要素を総合的に勘案しながら個別に判断する。

① 事業活動への影響の程度、 ②実現困難度、  ③費用・負担の程度、 

④ 企業の規模、 ⑤企業の財務状況、  ⑥公的支援の有無

○ 事業主は、過重な負担に当たると判断した場合は、その旨及びその理由を障害者に説明する。その場合でも、事業主
は、障害者の意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮の措置を講ずる。

（３）合理的配慮の手続

○ 募集・採用時 ： 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。
 採 用 後 ： 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。

○ 合理的配慮に関する措置について、事業主と障害者で話し合う。

○ 合理的配慮に関する措置を確定し、講ずることとした措置の内容及び理由（「過重な負担」にあたる場合は、その旨及び
その理由）を障害者に説明する。採用後において、措置に一定の時間がかかる場合はその旨を障害者に説明する。

※ 障害者の意向確認が困難な場合、就労支援機関の職員等に障害者の補佐を求めても差し支えない。

（５）相談体制の整備

○ 事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、必要な体制の整備や、相談者のプライバシーを保護するた
めに必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知する。

○ 事業主は、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止を定め、当該措置を講じていることについて、労働者に周知
する。  など
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ（※）

視覚障害 募集及び採
用時

・ 募集内容について、音声等で提供すること。
・ 採用試験について、点字や音声等による実施や、試験時間の延長を行うこと。

５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 拡大文字、音声ソフト等の活用により業務が遂行できるようにすること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 職場内の机等の配置、危険箇所を事前に確認すること。

・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する
等により職場内での移動の負担を軽減すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

６

聴覚・言語
障害

募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
・ 面接を筆談等により行うこと。

１６

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 危険箇所や危険の発生等を視覚で確認できるようにすること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

１８
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集

ページ（※）

肢体不自由 募集及び採
用時

・ 面接の際にできるだけ移動が少なくて済むようにすること。 ２６

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

・ 移動の支障となる物を通路に置かない、机の配置や打合せ場所を工夫する
等により職場内での移動の負担を軽減すること。

・ 机の高さを調節すること等作業を可能にする工夫を行うこと。
・ スロープ、手すり等を設置すること。
・ 体温調整しやすい服装の着用を認めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

２７

内部障害 募集及び採
用時

・ 面接時間について、体調に配慮すること。 ３８

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

３９
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ（※）

知的障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ４５

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。

・ 図等を活用した業務マニュアルを作成する、業務指示は内容を明確にし、一
つずつ行う等作業手順を分かりやすく示すこと。

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

４６

精神障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ５７

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

・ 業務の優先順位や目標を明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順を分かり
やすく示したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること。
・ 本人の状況を見ながら業務量等を調整すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

５８
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ（※）

発達障害 募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
・ 面接・採用試験について、文字によるやりとりや試験時間の延長等を行うこと。

６９

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

・ 業務指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順につい
て図等を活用したマニュアルを作成する等の対応を行うこと。

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。

・ 感覚過敏を緩和するため、サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対
応を行うこと。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

７１

難病に起因
する障害

募集及び採
用時

・ 面接時間について、体調に配慮すること。
・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。

８２

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

８３
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（参考） 合理的配慮の具体例（指針別表の事例）

障害区分 場面 事 例 事例集
ページ（※）

高次脳機能
障害

募集及び採
用時

・ 面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。 ８９

採用後 ・ 業務指導や相談に関し、担当者を定めること。

・ 仕事内容等をメモにする、一つずつ業務指示を行う、写真や図を多用して作
業手順を示す等の対応を行うこと。

・ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
・ 本人の負担の程度に応じ、業務量等を調整すること。

・ 本人のプライバシーに配慮した上で、他の労働者に対し、障害の内容や必要
な配慮等を説明すること。

９０

（※）「合理的配慮指針事例集【第六版】」における掲載ページ
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労働者 事業主

障害者雇用調停会議

企 業

厚生労働省

都道府県労働局
（職業安定部）

➂ 調停委員による調停・調停案の作成･
受諾勧告 （法第７４条の７、８）

○ 障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関し、ハローワークが中心となって助言・指導・勧告を行う （法第３６条
の６）。

○ 事業主と障害者の間で話合いが円滑に進まず、紛争に発展した場合、当該事項に係る紛争は、都道府県労働局長が 必要な
助言、指導又は勧告をする（法第７４条の６）とともに、創設した調停制度の対象となる（法第７４条の７、８）。

紛争状態

事業主

企 業

労働者

話合い段階

ハローワーク

話し合い
紛争に発展

➁ 都道府県労働局長による
  紛争当事者への助言・指導・勧告

（法第７４条の６）

解
決
し
な
い
場
合

自主的な解決

紛争

① ハローワークの助言・指導・勧告
（法第３６条の６）（注）（注） 必要に応じて

都道府県労働局長
も実施可能

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争解決手続

※ 個別紛争解決促進法の特例として、紛争調整委員会に行わせる。
21
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（資料４） 

【関係条文抜粋】 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

 

 

第二章の二 障害者に対する差別の禁止等 

(障害者に対する差別の禁止) 

第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害

者でない者と均等な機会を与えなければならない。 

 

第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その

他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と

不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 

(障害者に対する差別の禁止に関する指針) 

第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切

に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」とい

う。)を定めるものとする。 

２ 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変

更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知

事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るた

めの措置） 

第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でな

い者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集

及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必

要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りでない。 

 

第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者と

の均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障と

なつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に

配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必

要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りでない。 
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第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者

の意向を十分に尊重しなければならない。 

２ 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な

措置を講じなければならない。 

 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する

指針） 

第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置

に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「均等な

機会の確保等に関する指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定

及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県

知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

 

（助言、指導及び勧告） 

第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二

から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に

対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 

 

 

第三章の二 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助 

（苦情の自主的解決） 

第七十四条の四 事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関

し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代

表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働

者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理を委ねる等その自

主的な解決を図るように努めなければならない。 

 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第七十四条の五 第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三

に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、

第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の

八までに定めるところによる。 
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（紛争の解決の援助） 

第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の

当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争

の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労

働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争（労働者

の募集及び採用についての紛争を除く。）について、当該紛争の当事者の双方又は

一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると

認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争

調整委員会に調停を行わせるものとする。 

２ 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準

用する。 

 

（調停） 

第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十九条から第二十六条までの規定は、前

条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項

中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七

第一項」と、同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあ

るのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同法第二十五条第一項

中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条

の七第一項」と読み替えるものとする。 
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